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はじめに

報告する期間

２０１１年４月１日～２０１２年３月３１日

報告対象の組織

長崎大学の全組織（事務局、各学部、各研究科、熱帯医学研究所、学内共同教育研究施設等、学部等附属教育
研究施設、附属図書館、大学病院、教育学部附属学校園、厚生補導施設等）

報告対象の分野

教育・研究等の大学活動における環境的側面

公表時期

２０１２年９月（次回：２０１３年９月）

公表方法

長崎大学ホームページ

URL: http://www.nagasaki-u.ac.jp/ja/about/disclosure/legal/env2011/index.html
冊子

参考としたガイドライン

環境報告ガイドライン ２００７年版（環境省）

URL: http://www.env.go.jp/policy/report/h19-02/index.html

環境報告書の記載事項等の手引き（環境省）

環境報告書の信頼性を高めるための自己評価の手引き【試行版】（環境省）

主な関連公表資料

長崎大学概要（URL: http://www.nagasaki-u.ac.jp/ja/about/guidance/outline/index.html）

長崎大学産学官連携戦略本部共同研究支援部門 環境安全支援室（URL: http://www.jrc.nagasaki-u.ac.jp/）

長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科附属環東シナ海海洋環境資源研究センター（URL: http://www-mri.

fish.nagasaki-u.ac.jp/）

長崎大学国際連携研究戦略本部（URL: http://www.cicorn.nagasaki-u.ac.jp/）

長崎大学 計画・評価本部（URL: http://www.hpe.nagasaki-u.ac.jp/data/index.html）

作成部署・連絡先

長崎大学 施設部 施設企画課
住所：〒８５２‐８５２１ 長崎市文教町１‐１４ Tel．０９５‐８１９‐２１３１ Fax．０９５‐８１９‐２１３３
E-mail shisetsu_kikaku@ml.nagasaki-u.ac.jp

この環境報告書に関するご意見や質問等は、上記部署で受け付けております。

また、回答に関しては、HP上で行う予定です。
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昨年（２０１１年）３月１１日、東日本大震災と引き続く

福島原子力発電所事故という大災厄がこの国を襲いま

した。この日を境に、この国の風景やあらゆる価値観

が大きく変容したように思います。その中で、エネル

ギー政策の機軸も大きく変容しつつあります。２００９年

の政権交代直後、当時の鳩山首相は２０２０年までにCO２

排出量を２５％削減することを公約し、そのために当面

の原子力発電への依存度を５０％にまで高めることにま

で言及しました。この時点ではCO２削減という環境へ

の負荷軽減を達成するための環境マネジメントが最大

の眼目であったのが、３・１１以降事態は大きく変わっ

てしまいました。原子力発電の安全性に対する不信か

ら民意が脱原発へと大きくシフトする中、原発の稼動

がストップし、我が国の発電供給力が大きく減退して

しまったのです。CO２排出量２５％削減の国家目標は吹

き飛び、今や、停電による経済や国民生活への打撃を

阻止するための“節電”という観点のみが大きくク

ローズアップされるに至っています。

そのような中、長崎大学は、２００８年に策定した「地

球温暖化対策に関する実施計画」の中で掲げた目標「長

崎大学から排出される温室効果ガス排出量を２００４年度

を基準として原単位面積あたり８％以上削減する」の

達成に向けて、２０１１年度も再生紙利用、省エネ機器導

入、昼休み消灯、空調温度管理、節水などに着実に取

り組みました。

２０１１年度は、このような省エネ推進活動の取組や東

日本大震災の影響による電力不足への節電対応に加え、

夏季の気温が２０１０年度の猛暑に比べ平年並みであった

こともあり、エネルギー使用量は前年度と比べ原油換

算において原単位面積あたりで８．３％の削減を行うこ

とができました。また、CO２排出量においては、基準

年度の２００４年度比で、原単位面積あたりで９．４％の削

減を達成することができました。

２０１１年度の省エネに関する具体的取組として、エネ

ルギー効率の悪い実験用冷凍冷蔵庫の更新、電力損失

の大きい病院地区の特別高圧変圧器を高効率型に更新、

病棟・診療棟において窓ガラスに遮熱フィルムを貼り

空調負荷の低減を図り、パソコン等情報端末のクラウ

ド化により電力使用量の削減を図りました。さらに、

全学的に省エネルギーパトロールを実施し、各部局の

省エネ推進活動への取組状況の確認及び改善に向けた

指導を実施しました。また、定期的に環境・施設マネ

ジメント委員会による会議を開催し、学内の環境配慮

及び省エネ等の対策について審議しました。

冒頭で記したように、国のエネルギー政策が紆余曲

折するなか、ともすれば環境マネジメントの観点が疎

かにされかねない危惧も感じます。エネルギーの供給

と消費に対する意識の変革が問答無用に私たちにつき

つけられていることは間違いありません。そして、当

面は稼動するであろう原発の安全管理、近い将来原発

にとって変わるべき代替エネルギーの創生、あるいは

電気自動車や省エネ製品の開発など、持続可能な世界

を実現するための課題は山積しています。これらの課

題に挑戦しブレイクスルーを創出するために、大学が

担うべき役割は決定的に重要です。環境・エネルギー

問題の解決に向けた社会のリーダーとしての役割が喫

緊に問われています。東日本大震災を経たいま、大学

はこれまでの環境・エネルギー問題の解決に向けた取

り組みを格段に強化するとともに、エネルギー消費に

関する教職員の意識を抜本的に変革することの必要性

も痛感しています。

今回の「環境報告書２０１１」が、学生・教職員の関心

を高め環境意識の向上に寄与するとともに、地域の皆

様の長崎大学へのご理解とご支援を賜る契機となれば

幸いです。

２０１２年９月
国立大学法人長崎大学長

片峰 茂

学長緒言（環境報告書２０１１の公表にあたって）

長崎大学長

片峰 茂

学
長
緒
言
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地球環境の保全と人間社会の持続的発展に寄与することは、長崎大学の社会的責務であるという認識に立ち、環

境科学部を擁する総合大学としての特徴を活かした環境保全に関する教育研究活動を推進するとともに、長崎大学

のすべての活動に伴う環境負荷の低減を図ることによって、社会からの要請に応えるため、次の基本方針を定める。

1 あらゆる専門分野から環境問題への教育研究を進め、環境配慮に貢献できる人材を育成する。

2 多様な専門分野が連携した環境研究を遂行する。

3 国際的環境研究・教育への協力、環境問題の相互理解と情報の共有を推進する。

4 産学官連携による環境研究を推進し、その研究成果の社会への還元に努める。

5 環境保全等に関する知識・技術を発信し、地域との連携・コミュニケーションを推進する。

1 エネルギー使用量の抑制、廃棄物の削減、資源のリサイクル等を積極的に推進する。

2 環境関連法規、規制と学内規定等を順守する。

3 環境汚染を予防し、キャンパス内の環境の保全・改善を図る。

２００６年３月２３日

長崎大学長

長崎大学環境配慮の方針

１ 環境の保全に関する教育研究活動を推進する。

２ 学内におけるすべての活動に伴う環境への負荷を低減する。

３ 大学運営システムの一部としての環境マネージメントシステムを構築し、
定期的に見直すことによって、継続的改善を図る。

４ 環境配慮の方針及び環境配慮等の状況を、本学ホームページ上に公表する
ことによって、本学構成員に周知し環境配慮の意識向上を促すとともに、
社会への説明責任を徹底する。

長
崎
大
学
環
境
配
慮
の
方
針
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長崎大学が誇る特色
平成２３事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の
実績に関する報告書・全体的な状況より引用

大学の理念

長崎に根づく伝統的文化を継承しつつ、豊かな

心を育み、地球の平和を支える科学を創造するこ

とによって、社会の調和的発展に貢献する。

大学の基本的目標

長崎大学は、理念実現のため“地域社会ととも

に歩みつつ、世界にとって不可欠な「知の情報発

信拠点」であり続ける”ことを基本目標として掲

げ、教育・研究の高度化と個性化を推し進めてき

た。新たな中期目標期間においても、この基本目

標を堅持しつつ、進むべき方向性と育成すべき人

材像を明確に設定し、２１世紀の知的基盤社会を

リードする。

長崎大学は

1 熱帯医学・感染症、放射線医療科学を中心に

食糧資源・環境など本学の特色ある教育研究

領域を糾合して「地球と人間の健康と安全」

に資する世界的教育研究拠点となる。

2 研究型の総合大学として、教育研究全般の更

なる高度化、個性化、国際化を図り、インパ

クトある研究成果の創出と研究者の育成によ

り、世界に突出する。

3 学部専門教育と教養教育との有機的結合によ

る学士力の涵養と、大学院教育の実質化によ

り、長崎大学ブランドの高度専門職業人を育

成する。

4 卓越した教育及び研究成果を社会に還元する

ことにより、地域の教育、医療、行政、産業、

経済等の活性化、高度化、国際化に寄与し、

地方分権の原動力となる。

5 アジア、アフリカ等の海外教育研究拠点にお

ける共同研究を推進するとともに、国際貢献・

国際協力を目指す専門家人材育成コースを整

備・充実させ、途上国の持続的発展に貢献す

る。

6 学生の夢と人間力を育み、学生の能力の最大

限の伸長を図るとともに、若手研究者の自立

支援のための環境整備を行い、志と覇気にあ

ふれた若者が集うキャンパスを実現する。

7 点検・評価結果を教育及び研究の改善へ直結

させ、大学運営体制を組織的かつ不断に改革

することで、大学法人の経営基盤を強化する。

1 活動概況

� 全体的な状況
１．はじめに ～東日本大震災のインパクト～
前年度（平成２２年度）末、東日本大震災と福島原発

事故という大災厄がこの国を襲った。長崎大学は、震
災発生直後に被災地に本学医療支援拠点の旗を立て、
支援物資を満載した練習船「長崎丸」を緊急出航させ、
福島県の放射能汚染に係る危機管理を担った。年度が
改まって以降は、支援活動を福島県に集中させ、現在
も、原爆ヒバク影響研究の伝統を引き継ぐ本学教員が、
福島県民の被曝健康リスク管理という世界が注目する
重要な役割を果たしている。平成２３年度前半の本学の
活動のハイライトは福島県での支援活動であったとい
える。この間の支援活動は、「現場に強い大学、危機
に強い大学、行動する大学」という長崎大学の個性を
我々自身が再認識するとともに広く社会にも周知する
契機となった。
大震災がこの国にもたらしたインパクトは大きく、

この国が実は根源的な困難に遭遇していること、時代
は高度経済成長を担ったこれまでの常識や価値観では
対応することのできない未知の領域に突入しているこ
とに皆が気づいた。そして、新時代を切り開きこの国
の未来に光をもたらす主役たるべき次世代人材の育成
の重要性と緊急性に思いが至った社会の大学への期待
は、かつてないほど盛り上がっている。そして、大学
教育改革が文字通り待ったなしの課題となった。
そのような社会状況の中、平成２３年度長崎大学は、

第２期中期目標の冒頭で謳った達成目標の実現に向け
て、学長のリーダーシップと学内外の衆知を集めた企
画立案体制により、教育・研究、組織運営改革等の諸
課題に従来にましてスピード感を持って取り組んだ。
以下、具体的達成目標の実現に向けた取組を中心に、
平成２３年度の主な成果を記す。

２．教育研究等の質の向上の状況
「地球と人間の健康と安全」に資する世界的教育研
究拠点形成へ向けた状況（全国共同利用・共同研究拠

これらの目標の達成に向けて、長崎大学は次の

ような特色ある取組を展開しています。

長崎大学の理念と基本目標 活
動
概
況
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点の状況を含む。）
・グローバルCOE（GCOE）：世界的教育研究拠点構
想の中核となる２つのGCOEプログラム「放射線
健康リスク制御国際戦略拠点」と「熱帯病・新興感
染症の地球規模制御戦略」は、５年間の事業期間の
それぞれ５及び４年目に当たり、WHO、IAEA等国
際機関、海外大学との連携を強化しつつ、インパク
トのある研究成果と有為の人材を数多く世界に発出
するなど、順調に経緯した。特に５年目の最終年度
を迎えた前者は、福島県での原発事故後の放射線健
康リスク管理に全力を傾注するとともに、１０月に１５０
名が参加した国際シンポジウム「放射線健康リスク
管理への新たな挑戦（A New Challenge of Radiation
Health Risk Management）」を開催し、５年間の総
括を行った。

・全国共同利用・共同研究拠点「熱帯医学研究拠点」：
熱帯医学研究所は、共同利用・共同研究拠点として、
特定領域共同研究３課題、一般共同研究２３課題、研
究集会５課題を実施し、全国共同利用を推進した。
なお、共同研究の半数以上がケニアとベトナムに設
置した海外教育研究拠点を活用したものであった。
また、全国共同利用を活かした人材養成を推進し、
３０代の若手研究者６名と共同研究を実施するととも
に、国際研究集会で、教育研修的な「医学研究のた
めの倫理に関する国際セミナー」を実施した。また、
全国共同利用に係る研究課題、研究活動等に関する
情報を長崎大学ホームページにおいて、広く国内外
へ発信するとともに、平成２２年度に実施した共同研
究等を「熱帯医学研究拠点共同研究報告集」として
取りまとめ、広く配布し、更に特定領域研究３課題
及び一般共同研究４課題について、長崎大学東京事
務所で研究成果報告会を開催した。

教育研究全般の高度化、個性化、国際化の状況
・熱帯医学研究所の部門増設：熱帯医学研究所の教育
及び研究機能をより一層強化するため、従来の病原
体解析、宿主病態解析、環境医学の３部門に加え臨
床感染症学分野、小児感染症学分野、臨床開発学分
野の３分野で構成する臨床研究部門を新設した。

・研究支援体制の整備：学長直轄の組織として、研究
費獲得に関する支援、研究成果に関する調査・分析、
共同研究及び受託研究の獲得の支援、技術移転の支
援等を行う「研究推進戦略室」を設置し、研究担当
のリサーチ・アドミニストレーターを１名、産学官
連携を担当するリサーチ・アドミニストレーターを
１名配置し、更に平成２４年４月から産学官連携の担
当を１名増員することを決定するなど、研究環境や
研究推進のための支援体制を整備・強化した。

・国際戦略の策定：本学の基本的目標を達成するため
に、教育分野と研究分野に係る国際戦略の基本方針
及び具体的施策である「長崎大学の国際戦略（素
案）」を策定した。

・留学生支援の強化：長崎県等と留学生用宿舎につい
て協議を行った結果、長崎県職員公舎が提供される
こととなり、平成２４年度から新たに４室最大１２人分
の居室を確保した。また、後述する長崎サミットに
おいて、長崎県内大学の留学生の生活支援、就職支
援等の入口から出口までをワンストップで支援する
「長崎留学生支援センター（仮称）」の設置に向け

た準備を推進した。
・学生の海外派遣制度の充実と教育拠点形成の推進支
援：海外教育拠点形成プログラムに平成２２年度に採
択された３件のプログラムについて実績評価を行い、
その結果に基づき支援内容を再検討した上で更に支
援を継続して、交流大学等との単位互換制度、ジョ
イントディグリー制度及びダブルディグリー制度等
の導入・拡充に向けた事業を推進した。

学士力涵養と大学院教育実質化の状況（教育関係共同
利用拠点の状況を含む。）
・教養教育の再構築：平成２１年度に策定した「長崎大
学教養教育の理念」及び「全学共有学士像」を踏ま
え、本学の学士教育課程の再構築を図るため、新し
い教養教育カリキュラムを策定し、平成２４年度入学
者から実施することを決定した。教養教育履修単位
数の大幅増加（３０単位から３８～４６単位へ）と学生が
自ら学び、考え、議論し、発信する学生参加型授業
（active learning）の本格的導入を目指した教養教
育科目のモジュール化が眼目である。モジュールと
は一つのテーマを軸に構成される一まとまりの科目
の集合を意味し、学生が「哲学」、「歴史学」といっ
た個々の科目を自由に一つずつ選択する従来方式を
改め、学生は「健康と共生」、「グローバル社会への
パスポート」などのマクロな教育目標を共有する６
～８科目の集合体からなるモジュールを選択する。
１モジュールには８０名程度の学生が属し、教員－学
生間、教員間の密接なコミュニケーションに基づき
双方向性の active learning が１年以上継続される。
モジュール科目における授業改革成果を、専門教育
にも波及させる改革戦略を策定した。新教養教育の
広報・周知を目的として、平成２３年１２月から平成２４
年１月にかけて、長崎県内外における本学への入学
者が多い高等学校４４校に学長、理事、副学長等が出
向き、本学の教養教育の改革について、延べ約５，０００
人の高校生に説明を行ったが、高等学校教員からの
評価が高く、入試広報としても大きな効果があった。

・英語教育改革：それぞれの学部で卒業時の TOEIC
目標値を設定し、入学から卒業までの一貫した英語
教育体制を新たに構築することを決定した。その実
効ある遂行に向けて、平成２４年度に言語教育研究セ
ンターを新設し、専任の英語担当教員の数を倍増す
るとともに、単位互換留学制度の整備・拡大のため
の方策を策定した。また、自学自習システム（CALL
システム）の配備拡充とともに教材ソフトを格段に
充実させるなどCALL 機能の強化を行った。

・教育方法の改善：教務委員会の下に評価・FD教育
改善専門部会を設置し、授業評価・FDを充実させ
た。新たな試みとして学生の授業評価において中間
評価・期末評価を設け、評価結果をグラフ化して教
員個人の分析に利用したほか、学生が授業評価結果
を確認できるように受講した学生にWeb上で公表
した。また、平成２４年度から実施する新しい教養教
育に導入する active learning について、モジュール
科目担当教員等を対象に集中的な FDを開催し、延
べ４４３名の教職員が参加した。

・大学院教育の充実：教務委員会の下に大学院専門部
会を設置し、全学的に大学院教育の改善を推進した。
具体的には、各研究科のアドミッションポリシー、
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カリキュラムポリシー、ディプロマポリシーを策定
し長崎大学ホームページで公開した。また、大学院
教育の実質化を推進するため、全研究科にコース
ワークを設定したほか、各研究科の学位審査基準の
確認を行い、各研究科において学位審査基準を長崎
大学ホームページで公開した。

・学部、研究科の改組：工学部を７学科制から１学科
６コース制に改組した。積極的な入試広報の効果も
あり、平成２３年度入学生の第一希望コースへの配属
率は９３．４８％であった。また、生産科学研究科を改
組し、新たに工学研究科と水産・環境科学総合研究
科を設置するとともに、５年一貫制博士課程の教育
プログラムを開始した。

・教育関係共同利用拠点「長崎丸」：本学水産学部附
属練習船長崎丸は、文部科学省の教育関係共同利用
拠点「東シナ海、日本海および有明海における洋上
教育のための共同利用拠点」として、平成２３年度に
あっては、調査・観測を含め、７航海、５１日間、延
べ１９機関、延べ１８３名の共同利用を実施した。更に、
教育関係共同利用拠点に認定されている北海道大学、
三重大学及び鹿児島大学との「練習船全国共同利用
ネットワーク」の構築に向けた準備を進めた。

教育・研究成果の社会還元と地域貢献の状況
・産学官連携体制の強化：学外機関との連携を図り学
内の人材資源及び研究資源を活用し、産学官連携事
業を積極的かつ戦略的に実施するため、共同研究交
流センター、知的財産本部、生涯学習教育研究セン
ターを再編して「産学官連携戦略本部」を設置し産
学官連携に関するワンストップサービスを一層向上
させた。また、学外機関と共同で学内のシーズを臨
床試験等につなげ、創薬することを目的とした「先
端創薬イノベーションセンター」を設置し、大学病
院の臨床研究センターと連携しながら基礎研究から
臨床開発まで一元的に企画・立案する体制を整備し
た。

・地域経済への貢献：長崎県の経済４団体の長、長崎
県知事、長崎市長及び長崎大学長で構成する「長崎
サミット」に参画し、地域経済の活性化のための施
策の推進及び達成に向けた活動を行った。さらに
NRC（長崎“新生”産学官連携コンソーシアム）
に参画し、文部科学省地域イノベーション戦略支援
プログラムや産学官連携サロンを実施し、地域振興
に貢献した。また、長崎県の地域活性化のプロジェ
クト「がんばらんば長崎」地域づくり支援事業にお
いて、島原半島観光連盟と連携して島原半島の薬草
関連商品（料理）を開発・提供するとともに、効果
的な情報発信を行った。また、文部科学省科学技術
振興調整費による地域再生人材創出拠点の形成事業
「海洋サイバネティクスと長崎県の水産再生」を推
進し、このプログラムから開発された商品（８品）
を「長崎大学×おいしいもの発掘便」として、東武
百貨店のインターネット通販サイトにおいて販売を
開始した。

・地域企業との連携：地域社会に寄与することを目的
として、長崎新聞社と「国立大学法人長崎大学と株
式会社長崎新聞社との包括的連携協力に関する協定
書」を締結し、地域社会の人材育成、地域社会の発
展に係る調査・研究等についての連携協力を開始し

た。また、十八銀行と「地域における芸術創出・普
及活動実施に関する覚書」を締結し、新たに整備し
た音楽ホールにおいて、十八銀行から寄贈されたス
タインウエイ・ピアノを用いたコンサートを定期的
に開催し、地域住民が日常的に音楽に触れる機会の
創出と地域活性化のための音楽普及活動を開始する
こととした。

・東日本大震災被災地支援活動の継続と強化：学長の
強いリーダーシップのもと東日本大震災の発生直後
から開始した支援活動を更に強化して継続した。福
島県立医科大学を拠点とする福島県における緊急ひ
ばくしゃ医療支援を引き続き行い、４月以降の医師、
看護師、放射線技師等の派遣は、延べ６３名に達した。
また、長崎県及び長崎市と連携して福島県南相馬市
を中心に住宅（巡回）診療を行った（４月３日～５
月２９日）。本学からは医師、歯科医師、看護師から
なるチームを編成し支援を行い、長崎県、長崎市と
の連携派遣の終了後も独自に６月２６日まで支援を継
続し、延べ３５名を派遣した。更に、厚生労働省から
の要請により福島第一原子力発電所内における医療
支援に医師及び看護師を派遣した。また、４月２日
には福島県立医科大学と、７月２８日には福島大学と
包括的な連携協定に調印し、具体的な協力内容等に
ついて協議を開始した。更には、震災直後から福島
県の放射線健康リスクアドバイザーとして活動した
山下俊一教授が７月１５日に福島県立医科大学の副学
長に就任し、次いで本学教員が１０月には同医科大学
の教授に、平成２４年４月には特命教授及び講師にそ
れぞれ就任し、福島県民の健康と安全への更なる貢
献を開始した。また、被災地の支援のため、学生と
大学が一体となった独自の募金活動を行い、延べ
１，６５６件、募金総額は１３，２９６，３７６円となった。また、
本学の支援活動に関する報告会を開催するとともに、
学長メッセージとして「福島県における放射線健康
リスク管理活動について」、「現場に強く、危機に強
い、そして行動力のある若者を育てたい」及び「東
日本大震災１周年にあたって」を長崎大学ホーム
ページに掲載し、本学の震災支援への更なる決意を
表明した。

途上国における共同研究及び国際貢献人材育成の状況
・海外拠点における共同研究：科学技術戦略推進費補
助金（「途上国におけるイノベーションを促進する
国際協力の戦略的推進」プログラム）に採択され、
本学とケニア中央医学研究所が共同研究実施に関す
る合意覚書の署名をナイロビで行うとともに、世界
保健機関アフリカ地域事務所（WHO／AFRO）本部
（コンゴ共和国）を訪れ、疾病対策、情報管理、診
断技術開発担当者と協議を行うなどのフィージビリ
ティー・スタディーを実施した。また、地球規模課
題対応国際科学技術協力に採択され、「ケニアにお
ける黄熱病およびリフトバレー熱に対する迅速診断
法の開発とそのアウトブレイク警戒システムの構
築」に着手するなどアフリカ海外教育研究拠点にお
ける共同研究を推進した。更に、ケニアに設置して
いるアフリカ海外教育研究拠点を活用した共同研究
等推進事業を実施し、水産学部がケニア国立海洋水
産研究所と学術交流協定を締結、工学部及び医学部
保健学科が工学、保健学領域の共同研究を開始する
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項 目 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度
診療稼働額
（百万円）

１７，００８ １７，７４７ １９，７５１ ２１，９０１ ２２，６２７

病床稼働率
（％）

８２．９８ ８１．７０ ８５．３９ ８８．５１ ８９．９０

平均在院日数
（日）

２０．３４ １９．２５ １７．８７ １７．１７ １６．６２

新入院患者数
（人）

１２，３７３ １２，８０７ １４，２８９ １５，３３１ １６，０１９

初診患者数
（人）

２２，４２１ ２１，８７７ ２２，４８０ ２２，９２５ ２３，１１５

手 術 件 数
（件）

６，８０４ ７，２８４ ８，０６７ ８，８６３ ９，６１５

入院１人当りの
診療単価（円）

５０，０２７ ５３，４４５ ５７，２７９ ６３，１５９ ６３，４６１

ための現地調査を実施した。
・（独）国立国際医療研究センターとの連携大学院：
国際健康開発研究科は、独立行政法人国立国際医療
研究センター国際医療協力部と連携大学院に関する
協定書を締結し、平成２４年度から連携大学院を開始
することを決定した。海外での国際医療研究等を数
多く実施している国立国際医療研究センター国際医
療協力部と連携することにより、国際的に活躍でき
る公衆衛生の専門的人材育成を目的とする国際健康
開発研究科の教育研究の更なる充実を図る体制を整
備した。

学生と若手研究者の活性化に向けた状況
・就職支援の強化：長崎大学東京事務所を活用した就
職支援を開始し、学生が利用可能なパソコンの設置
等の支援体制を整備するとともに、テレビ会議シス
テムを用いて東京在住の卒業生による遠隔セミナー
を実施した。また、本学学生の就職活動の中心地域
である福岡市に、「長崎大学福岡ラウンジ」を開設
し、就職活動中のパソコン活用、書類作成、コピー
サービス、休憩、更衣室等が利用できる環境を整備
して学生の就職活動をサポートした。（１２月～３月
利用者４３４名）

・若手研究者の育成：科学技術振興調整費「若手研究
者の自立的研究環境整備促進事業」に平成１９年度に
採択された「地方総合大学における若手人材育成戦
略」の最終年度にあたり、本課題の取組を検証する
とともにテニュアトラック制度の意義等を再確認し、
テニュアトラック制度の更なる普及・定着を図るた
め、長崎大学テニュアトラックシンポジウムを開催
した。更に、平成２３年度科学技術人材育成費補助事
業「テニュアトラック普及・定着事業（機関選抜
型）」に採択され、国際公募により２名のテニュア
トラック助教を採用し、継続的に有能な若手研究者
の育成を推進した。

附属病院の状況
・教育・研究面：治験受入の活性化のため、治験症例
数に応じた出来高制を採用した結果、前年度と比較
して受入件数８件増、受入金額約１億円増となった。
また、治験管理センターを発展的に解消して新たに
臨床研究センターを設置し、長崎大学先端創薬イノ
ベーションセンターと協力して臨床研究、早期臨床
試験等を着実に実施する体制を整備した。

・診療面：東日本大震災の支援として、前年度に引き
続き、医師、歯科医師、放射線技師、看護師等を派
遣し、医療支援を行った。また、病院再開発により
医科系診療部門と歯科系診療部門を同一建物（病棟
及び外来）に集約、リハビリテーション部及び光学
医療診療部を外来棟へ移転させたことにより、診療
の効率化、患者導線の短縮による患者サービスの改
善を行った。更に、国際医療センターの運用を開始
し、感染症医療、被ばく医療、救急災害医療部門の
専門医療を行う基盤を整備した。また、手術室２室
の増設を行い、その結果、前年度と比較して手術件
数が７５２件増加した。

・運営面：平成２２年度の診療報酬改定及び平成２２年度
から病院予算を独立させたメリットを活かし、手術
室増設等の設備投資、診療の核となる医師、看護師

等の処遇改善となる各種手当の支給等に取り組み、
増収を図った。また、長崎医療圏域４８病院地域医療
連携部門から構成される「ながさき地域医療連携部
門病院協議会」（事務局：長崎大学病院地域医療連
携センター）において、あじさいネットワークによ
る情報提供病院の普及などの医療連携強化を行った。
更に、診療科別の病床配分を廃止し、病院全体で病
床の利用状況等を適切に把握・管理する体制を整備
するとともに、平成２３年度の目標として「看護師長
による入退院日の決定」、「新入院患者数の増加」を
設定し取り組んだ結果、前年度と比較して、新入院
患者数６８８人増、病床稼働率１．３９％増、手術件数７５２
件増、平均在院日数０．５５日短縮となり、診療稼働額
は平成２２年度より約７億円の増となった。

附属学校の状況
・附属学校運営の改善：附属学校（園）長、附属学校
担当副学部長等で構成する附属学校運営協議会を月
１回開催し、附属学校・園の運営体制の検証を行っ
た。また、地域の学校の現職教員の実地研修を附属
学校において実施し、平成２３年度は１７回実施、延べ
５５２校の参加があった。また、地域の学校からの教
育ニーズに対応して、附属学校教員が地域の学校に
出向き授業や講義を行う「出前授業」を２３回実施し、
１３校に出向いた。
・学部と附属学校の連携：附属学校運営協議会におい
て、学部教員と附属学校教員との連携を推進し、教
育実習終了後の検討会の実施、学部教員による附属
学校授業の参観、附属学校教員が提案する共同研究
を２件実施、教育実践総合センターを活用した学部
教育に関する共同研究を８件実施する等の学部教育
及び附属学校授業の改善に向けた取組みを行った。

３．業務運営・財務内容等の状況
大学運営の強化・改善の状況
・学長による部局長の指名と部局長による運営方針の
表明：平成２２年度に長崎大学部局長選考規則を改正
し整備した学長による部局長の指名制度により、熱
帯医学研究所長の任期満了に伴う後任の所長に竹内
勤氏（前慶応義塾大学医学部）を採用した。また、
部局の課題を全学的に共有するため、学長が指名し
ないその他の新任・再任部局長（経済学部長、医学
部長、歯学部長、薬学部長、工学研究科長、水産・
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環境科学総合研究科長、医歯薬学総合研究科長）は
教育研究評議会等において当該部局の運営方針を表
明した。更に、学長が指名した熱帯医学研究所長及
び附属図書館長についても同様に運営方針を表明し
た。

・学長室WG等の活用による機動的な大学運営：重
要懸案事項毎に、学長の直下に設置した学長室ワー
キンググループ、委員会を活用し、取りまとめられ
た答申等を大学の運営へ迅速に反映させた。
� 長崎大学核兵器廃絶研究センター（仮称）設置
検討委員会：核兵器廃絶研究センターの設置とセ
ンターの理念等を答申し、同センターの平成２４年
４月の設置を実現させた。同センターは、学内共
同教育研究施設として、歴史的事実から最新情報
まで核兵器廃絶に関連する様々な情報を収集・分
析し、データベースとして世界に公開するととも
に、学術的な立場からの政策提言を世界に発信す
る。また、長崎市、長崎県等との緊密な連携の下、
地域のシンクタンクとしての機能も有することと
した。

� キャンパスマスタープラン検討WG：坂本キャ
ンパスの発展的再生を図るため、その整備方針・
活用方針である「長崎大学キャンパスマスタープ
ラン２０１１（坂本キャンパス編）」を取りまとめた。

� 事務職員人事システム等改善WG：「事務職員
人事システム等改善WG答申～人にやさしい人
事制度をめざして～」を取りまとめ、それに基づ
き、ラインケア研修の実施、身上調書の充実、人
事異動後のフォローアップ面談の開始、職員何で
も相談室の具体案の策定等の取組みを行った。ま
た、病気により職務を休んだ教職員のための「職
場復帰支援プログラム」を開始した。

� 新学部設置検討WG：本学に欠失していた人文
社会系教育研究領域を導入することで、総合大学
としての基盤を強化し、文系グローバル人材育成
という地域の強い要請に応えるために、人文社会
系新学部を構想し、その設置に向けて、文部科学
省との打合せ、外部有識者との意見交換、新学部
を設置した大学の視察等を行いながら精力的に検
討を行い、新学部設置に係る基本的方針の策定を
進めた。

� 「高度安全実験（BSL‐４）施設」設置の可能性
に向けた学長室WG：「高度安全実験（BSL‐４）
施設」のスペックや立地条件等について検討した。
また、海外で稼働しているドイツやスウェーデン
等にある「BSL‐４施設」を視察するとともに、
市民公開特別講座やリスクコミュニケーションに
関する勉強会を開催した。更に、文部科学省や日
本学術会議、長崎県・市など関係する機関との情
報共有を図り、「BSL‐４施設」設置の可能性に向
けた活動を行った。

� 事務組織改革検討WG：平成２２年度に策定した
「長崎大学事務改革の基本理念」に基づき、事務
組織の見直しを行い、事務局各部及び大学病院事
務部において各課の再編を行い、更に、学部事務
部の組織を見直し、事務長制を課長制に変更する
とともに、文教地区４学部の会計事務を文教地区
会計班として財務部に集約化した。また、WGに
実務者レベル検討会を設置し、文教地区事務の更

なる集約化に向けて、具体的な事務処理方策等の
検討に着手した。

・全学的な情報の共有化：重要課題に対する学長の方
針を示し全学的な情報共有化を進めるため、学長コ
メントとして「長崎大学の教養教育及び学部組織改
革～これまでの検討の到達点と今後のスケジュール
について～」を、学長の「年頭所感」として本学の
懸案、課題等に関する考え方を、学内教職員ホーム
ページに掲載し、また、学長メッセージとして「福
島県における放射線健康リスク管理活動について」、
「現場に強く、危機に強い、そして行動力のある若
者を育てたい」及び「東日本大震災１周年にあたっ
て」を長崎大学ホームページに掲載した。また、全
学委員会の議事要旨の学内教職員ホームページへの
掲載を充実させるとともに、学長選考会議議事要旨
を長崎大学ホームページで公開した。また、学長と
教員との直接対話の機会として、新学部設置につい
て学長と関係学部教員との懇談会を５回開催し、教
養教育の改革について各学部教務委員会委員等との
意見交換会を９回開催した。

・学内パブリックコメント制の整備：長崎大学におけ
る学内パブリックコメント実施要領を制定し、大学
運営に関する特定の方針を策定するに当たり、その
方針に係る事案を本学の職員に周知し、職員からの
多様な意見等を広く求め、活用する「学内パブリッ
クコメント」を実施する体制を整備した。

・計画・評価体制の再構築：本学における目標・計画
の立案体制及び第三者評価対応体制である計画・評
価本部の組織の見直しを行い、計画・評価に係る業
務の効率的かつ着実な実施を図ることとした。また、
中期目標・中期計画の確実な達成を図るため、引き
続き、年度計画の実施状況を定期的に確認するとと
もに、中期目標期間の行動計画の見直しを行った。

・会議の効率化・合理化：役員会、役員懇談会及び学
長・副学長会議においてペーパーレス会議システム
を導入し、会議運営の効率化を図るとともに、全学
委員会の統廃合を推進した。

戦略的・効果的な資源配分と外部資金の獲得
・戦略的な人件費管理：「役員及び承継職員に係る人
件費管理の基本方針について」を定め、教育職員の
人件費管理について、人件費の適正管理及び柔軟で
戦略的な教員組織の編成を図ることを目的として、
現行のポスト管理からポイント制へ移行することを
決定した。

・効果的な予算配分：平成２３年度においては、年度途
中に補正予算を編成することなく、通年での計画的
な執行を行うとともに、全学共通経費等の執行状況
を随時分析し、機動的に学長裁量経費へ組替えるこ
とにより、学生の学習・生活環境の整備等の戦略的
な事業を推進した。平成２４年度予算の編成において
は、大学高度化推進経費など戦略的経費に係る支出
予算全般にわたる見直しを行い、経費節減合理化、
事業の優先度の精選などにより、限られた予算の中
で、核兵器廃絶研究センター、言語教育研究センター
等の新たな教育研究組織の整備、教養教育に係る全
学モジュール科目関係インセンティブ、グローバル
人材育成に関する外部資金獲得を図るための支援等
の教育改革支援に関する新規事業等の更なる戦略
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Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度
応 募 件 数 １，１９６ １，１３６ １，１４１ １，０９０ １，１０３
採 択 件 数 ３９６ ３７６ ４２４ ４６１ ５１３
採択率（％） ３３．１ ３３．１ ３７．２ ４２．３ ４６．５
採 択 金 額
（千円）

１，１８３，０００ １，０４３，３５４ １，１２８，４２５ １，１４７，１５４ １，１６１，２２５

Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度
受
託
研
究

受入件数 １４５ １５３ １４９ １７１ １９６
受入金額
（千円）

１，１６１，０９７ １，１９１，７３４ ８９９，４６０ ８４１，３６３ １，２３５，４１２

共
同
研
究

受入件数 １３５ １３８ １３０ １４５ １６４
受入金額
（千円）

１６３，４７０ ２０６，５９８ ２１５，６４９ ２２３，９１２ １２４，５２５

的・機動的な予算編成を行った。
・戦略的・計画的な施設整備の推進：学内において施
設整備のための予算編成を戦略的・計画的に行い、
学生からの希望が多い留学生との交流の促進を図る
ため、学生支援センター（学生対応窓口）と留学生
センターを一つの建物内に配置する学生支援・教育
施設の新営、１００人規模の音楽ホールを有する教育
学部音楽棟の改修、核兵器廃絶研究センター設置の
ための既存施設の改修、高台に配置されている保健
学科校舎への屋外エレベーター（高低差約７�）の
設置、歯学部本館への保健学科学生のための多目的
室の整備、工学部実験施設であるサイエンス＆テク
ノラボ棟の新営、老朽化対策のための各種営繕工事
等を行い、予算額約７億６，０００万円の施設整備を行っ
た。

・外部資金獲得の強化：科学研究費助成事業（科研
費）は前年度実績に比べ件数・金額ともに増加した
が、更なる獲得を目指して、科研費の採択率向上を
目的に、チャレンジ支援事業、若手研究者支援事業
を実施した。

受託研究費及び共同研究経費の獲得への取組として
は、産学連携コーディネーター会議を毎月開催して
情報を共有するとともに、長崎市・佐世保市の２会
場で「産学交流面談・相談会」を開催するなど継続
的な取組みを実施し、平成２３年度に共同研究獲得額
が減少している以外は、平成１９年度から件数・金額
の増加傾向が続いている。

また、平成２２年度科学研究費補助金、厚生労働科
学研究費補助金及び受託研究費等にかかる間接経費
獲得上位者に対して、インセンティブとしての研究
費を配分し、及び６月期の勤勉手当における勤務成
績優秀者等に選考した。

情報発信の強化・充実の状況
・大学運営に関する情報の公開：役員会、経営協議会、
教育研究評議会に加えて、新たに学長選考会議の議
事要旨を長崎大学ホームページで学内外へ公開した。
また、大学運営の活性化に資するため、経営協議会
における学外委員からの意見の大学運営への反映状
況について、経営協議会・教育研究評議会合同会議
において精査するとともに、意見への取組状況を長
崎大学ホームページで公開した。

・戦略的な広報活動：広報戦略本部による戦略的な広
報活動を展開した。地域や市民に開かれた大学を目

指し、学長の記者会見を定例化させ、４月、７月、
１０月、１月の４回開催した。また、日本を代表する
有識者（寺島実郎、有馬利男、家田仁、村上陽一郎、
鈴木久仁、内田樹、金澤一郎の各氏）による、長崎
大学リレー講座２０１１「東日本大震災後の日本を考え
る」を開催した。震災を契機に日本の国家としての
在り方を原点から問い直そうというもので、毎回、
識者による講演と本学教員をホストとした市民を交
えた質疑を行い、７回に渡るリレー講座の参加者は
延べ２，２５５名であった。また、本学の紹介番組「長
崎游学～長崎で学ぶ意義～」を作成し、地上波放送
で九州地域に、BS放送で全国に放送した。また、
番組を大学紹介ムービーとして長崎大学ホームペー
ジに掲載するとともに、広報用にDVD化して広く
活用した。また、広報セミナーを３部構成（７回）
で開催した。このセミナーは、広告代理店、出版企
画会社、大学の研究所やマネジメント部門の専門家
を講師として、効果的・印象的に伝えるコツ、編集・
デザインのコツ、習得したコツを生かして本学をど
う広報するかについて学び、考えるもので、教職員

２４２名が参加した。
・学術研究成果のリポジトリによる情報
発信：電子化されていない研究紀要論
文（最古は大正１０年発行の紀要など計
４５誌）について、包括的な著作権処理
を行い、順次長崎大学学術研究成果リ
ポジトリ（NAOSITE）への登録を開

始した。また、教養教育の総合科目「平和講座」で
行われた被爆／被爆後体験の証言映像に、附属図書
館で英語翻訳を追加してNAOSITE に登録し、国内
外に向けて発信した。NAOSITE の登録件数は
２２，０００件（平成２４年３月現在）に達した。
・貴重資料の収集・公開・提供：上野彦馬の甥である
牧元次郎関係古写真７９点、オランダ人医師マンス

フェルト収集古写真９７点の貴重資料を
収集した。また、長崎歴史文化博物館
において、「長崎・写真伝来：知られ
ざる日本写真開拓史：四国・九州・沖
縄編」を開催し、附属図書館医学分館
及び医学部良順会館において、「医学
は長崎から 佐藤方朔と外国人教師た
ち－業績とその時代－」を開催した。

また、日本最初の英字新聞“The Nagasaki Shipping
List and Advertiser”のWebデータベースの構築の
作業を進めた。また、携帯電話会社と画像及びテキ
ストデータの利用許諾契約を行い、スマートフォン
向け地図ナビサービスへの古写真画像等の提供を開
始した。更に、世界最大の日本古写真のコレクショ
ンを有するフランス国立ギメ東洋美術館との間で、
日本古写真に関するデータベースの構築、古写真展
の開催等の共同事業のための準備を推進した。

その他
・民間資金活用による職員用住宅の整備：民間事業者
に本学の土地を「建物譲渡特約付借地権設定契約（３０
年間）」により貸し付け、住宅の整備・維持管理運
営を行わせる民間資金活用方式により職員用住宅２
棟（２７戸）の整備を行った。これにより、平成２１年
度から平成２３年度の３年間で、計６棟（９６戸）の整
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備が完了し、当初計画していた職員用住宅の整備は
完了した。

・業務改善提案公募制度による業務の効率化等：事務
職員を対象に業務に関する改善提案を公募する「業
務改善提案公募制度」に採択された提案を実施した。
平成２２年度に採択された「公募方式による飲料用自
動販売機の設置」は、自己収入の増収策等の一環と
して、飲料用自動販売機の設置について、その一部
を従前の不動産貸付による方式を改め、自動販売機
の設置及び管理業務の公募方式による契約を行った
もので、これにより、年間約９，０００千円を超える増
収が見込まれることとなった。また、同じく平成２２
年度に採択された「旅費の定額化」については、定
額旅費や近距離地域旅費の新設による計算方法の簡
略化、外国出張時の提出書類の簡素化、旅費支給の
迅速化等のため関係規則等を全面的に見直し、平成
２４年度から実施する準備を完了させた。

４．総括と展望
冒頭でも記したように、高等教育改革及び大学改革

は、いまや待ったなしの社会の要請である。法人化以
降８年、自立と個性化に向け、本学を含めて各国立大
学は改革努力を続け、確かに大きく変わった。しかし
ながら、最近の大学に対する社会の風圧の強まりは、
大学の改革スピードをはるかに凌駕する速さで社会が
動き、ドラスティックな構造転換が起こりつつあるこ
とを意味する。大学はそのことを自覚し、それぞれの
やり方で改革のスピードを格段に上げる必要がある。
中でも社会の要請度の高い課題が、世界の現場で諸

外国の若者に伍してあるいはそのリーダーとして存在
感を発揮することのできるグローバル人材を育成する
ための、学士教育改革である。長崎大学は、平成２３年
度に学内の衆知を結集して教養教育改革、英語教育改
革及び人文社会系新学部構想をドライビング・フォー
スとした学士教育改革戦略を策定し、その実現に向け
て様々の準備を行った。そして、平成２４年度の新入生
から、新しい教養教育と英語教育が開始された。その
意味では、平成２３年度は、長崎大学の“学士教育改革
元年”と位置づけることができる。長崎大学ブランド
のグローバル人材育成に向け、次年度以降、着実にこ
の改革を軌道に乗せるとともに、専門教育改革へと連
動させていく予定である。
国立大学法人化以来、国立大学の改革の基本理念は

経営的自立とそれによる各大学の個性化につきる。特
に地方大学の自立と個性化は、地域の多様性の観点か
らの意義が大きい。長崎大学は元来個性の強い大学で
あるが、東日本大震災という非日常に遭遇して、思わ
ぬ形でその個性が突出した。平成２３年度は、この現場
主義の個性が広く社会に認知されたという点でも意義
の大きい年であった。次年度以降も、持続する改革努
力により、この個性をさらに突出させ、教育・研究の
格段の高度化と国際化を実現したい。

活
動
概
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�上記の数値の詳細は、平成２３年度長崎大学概要をご覧ください。
http://www.nagasaki-u.ac.jp/ja/about/guidance/outline/file/h２３gaiyo_ j.PDF

役員・職員数 平成２３年５月１日

学生数 平成２３年５月１日

大学院（現員数）

修士・博士前期課程 博士・博士後期課程

１年次２年次 ３年次 計 １年次２年次 ３年次４年次 計

３６６ ３７６ １ ７４３ １４４ １３４ １７５ ２０９ ６６２

学部（現員数）

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次 計

１，７１２ １，６９０ １，７２８ ２，１４３ １９７ ２０４ ７，６７４

役員・職員数

役員 教育職員
その他
の職員 合計

学長 理事 監事 教授 准
教授 講師 助教 助手 教諭 計

１ ６１（１）３１２２４８ ８９４０４ ４ ９０１，１４７１，５９２２，７４７

※監事（１）は、非常勤役員で外数

活
動
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機　構　図 

（平成23年7月1日） 

学務情報推進室 
総務企画課 
人事課 
研究企画課 
国際交流課 
産学官連携課 
熱帯医学研究支援課 
財務企画課 
経理調達課 
財務管理課 
教育支援課 
学生支援課 
入試課 
施設企画課 
施設整備課 
施設管理課 
情報企画課 
学術情報管理課 
学術情報サービス課 
 

附属幼稚園 
附属小学校 
附属中学校 
附属特別支援学校 
附属教育実践総合センター 

附属練習船鶴洋丸 
附属練習船長崎丸 

附属環東シナ海環境資源研究センター 

附属原爆後障害医療研究施設 
附属薬用植物園 

附属アジア・アフリカ感染症研究施設 
附属熱帯性病原体感染動物実験施設 
附属熱帯医学ミュージアム 

保健・医療推進センター 
先導生命科学研究支援センター 
情報メディア基盤センター 
留学生センター 
大学教育機能開発センター 
アドミッションセンター 
先端計算研究センター 
やってみゅーでスク 
男女共同参画推進センター（時限設置） 

計画・評価本部 

国際連携研究戦略本部 

産学官連携戦略本部 

広報戦略本部 

監査室 

病院企画課 
総務課 
管理課 
医事課 
医療支援課 

総務課 
学務課 
学術協力課 
歯学系事務室 
薬学系事務室 

支援課 

支援課 

支援課 

支援課 

支援課 

総務部 
 
研究国際部 
 
 
 
財務部 
 
 
学生支援部 
 
 
施設部 
 
 
学術情報部 

事務部 

事務部 

事務部 

事務部 

事務部 

事務部 

事務部 

学 長 選 考 会 議  

事 務 局  

教 育 学 部  

経 済 学 部  

水 産 学 部  

水産・環境科学総合研究科 

国際健康開発研究科 

熱帯医学研究所 

医歯薬学総合研究科 

環境科学部  

工学研究科  

病　　　　院 

医学分館 
経済学部分館 

附属図書館  

医 学 部  

歯 学 部  

薬 学 部  

教育学研究科 

工 学 部  

経済学研究科 

学 長  

役 員 会  

理事（6） 

経 営 協 議 会  

教育研究評議会  

監事（2） 
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N

長 

崎 

本 

線 

佐世保市 
佐世保線 
早岐 

長崎空港 

時津 

長崎市 

野母 

長 
崎 
半 
島 

大村市 

嬉野 

佐賀県 

諫早市 

千々石湾 
小浜 

加津佐 

礫石原 

島原鉄道 

島原市 
雲仙天草国立公園 

大村湾 
西 彼 杵 半 島  

大 

村 

線 

1
2

3

4

N

西町 

諏訪神社 

ながさき 

片渕 

うらかみ 

県庁 

赤迫 

浦上水源池 

長崎大学前 

浜口町 

大学病院前 
△ 

金比羅山 

西山水源池 

長崎駅 

石橋 

至茂木 

思案橋 

正覚寺下 

諏訪神社前 
至諫早 

蛍茶屋 

至戸町 

長　　崎　　港 

長
与 

至
時
津 

5

7

6

8

9

10

11

市役所 

にしうらかみ 

●１ 臨海研修所

●２ 大学院水産・環境科学総合研究科附属環東シナ海環境
資源研究センター

●３ 野母崎研究施設

●４ 九州地区国立大学島原共同研修センター

●５ 教育学部附属幼稚園，附属小学校，附属中学校

●６ 教育学部附属特別支援学校

●７ 産学官連携戦略本部，広報戦略本部，監査室，
学務情報推進室，事務局，教育学部，
附属教育実践総合センター，薬学部，工学部，
環境科学部，水産学部，附属図書館，
工学研究科，水産・環境科学総合研究科，
医歯薬学総合研究科（薬学系），附属薬用植物園，
保健・医療推進センター，情報メディア基盤センター，
留学生センター，大学教育機能開発センター，
アドミッションセンター，先端計算研究センター，
やってみゅーでスク，男女共同参画推進センター

●８ 国際交流会館

●９ 国際連携研究戦略本部，医学部（医学科），
熱帯医学研究所，医歯薬学総合研究科（医学系），
国際健康開発研究科，附属原爆後障害医療研究施設，
先導生命科学研究支援センター，
附属図書館（医学分館）

●１０ 病院，歯学部，
医歯薬学総合研究科（保健学系・歯学系），
医学部（保健学科）

●１１ 経済学部，附属図書館（経済学部分館）

長崎大学位置図活
動
概
況
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2 環境配慮の計画と実績の要約

環境配慮の方針
項 目

長崎大学平成２３年度計画
（環境配慮に係る項目）

平成２３年度実績概要
（環境配慮に係る項目）

１．環境の保全に関する教育研究活動を推進する。

環境教育活動

1あらゆる専門分野から環境
問題への教育研究を進め、
環境配慮に貢献できる人材
を育成する。

●環境に関する多様な授業科
目の充実

（教育学部）
○教育学研究科に設置してい
る履修証明プログラム「地
域の核となる理数系教員
（コア・サイエンス・ティー
チャー）養成課程」の講習
で、「長崎県の自然Ａ」、「長
崎県の自然Ｂ」、及び「理
科教材研究Ａ」において自
然放射線に関する講習を実
施する。

（経済学部）
○３年生向けの専門ゼミにお
いて実地体験型PBLのク
ライアント企業として環境
関連企業を選定し、クライ
アントの研究から環境に関
する意識を高めさせる。
（薬学部）
○あらゆる専門分野において、
環境に関する内容を含む多
様な授業科目を充実させる。

（環境科学部）
○環境マネジメント論の講義
において、学生研究室の環
境監査を行う。

（教育学部）
○教育学研究科に設置している履修証明プログラム「地域
の核となる理数系教員（コア・サイエンス・ティー
チャー）養成課程」の講習で、「長崎県の自然Ａ」、「長
崎県の自然Ｂ」、及び「理科教材研究Ａ」において自然
放射線に関する講習を実施した。

○教育学部の３年生を対象に選択科目「環境教育」を設け、
自然環境、社会環境、文化環境に関心を持ち、環境に対
する人の役割を明確にし、環境保全へ積極的に働きかけ
る人を育成することを目的とした環境教育の重要性を明
確に理解できる人材育成を行った。
○附属中学校では、社会科等の教科で環境問題やエネル
ギー問題等について学習を行った。また、総合的な学習
の時間の一つである「社会探究」においても幾つかの課
題を設定し、環境問題等について学習を行った。
（経済学部）
○クライアント企業として、風力発電メンテナンス企業、
水質浄化装置開発・販売企業を選定し、これらの企業お
よび関連団体との交流とその研究から環境に関する知
識・意識を高めた。

（薬学部）
○専門科目の「環境衛生学」において、人口問題や環境破
壊などの問題を含めた地球環境の現状とその生命への影
響について講義を行った。
○専門科目の「衛生薬学」において、生態系や生活環境の
保全、維持に影響を及ぼす自然現象、人為的活動、環境
汚染物質などに関する講義を行った。

（工学部）
○全学教育必修科目の教養特別講義において「安心・安
全」教育に関わる授業を実施し、安全、環境、倫理等の
授業内容を充実した。
（環境科学部）
○環境マネジメント論において、合理的な環境配慮行動と
継続的に改善できる監査手法の取得に係る座学・実習を
行った。
○学内の講義において、学生の環境問題に対する意識を向
上させるために環境法規の仕組みやその遵守の必要性を
説明した。

環
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環境配慮の方針
項 目

長崎大学平成２３年度計画
（環境配慮に係る項目）

平成２３年度実績概要
（環境配慮に係る項目）

●環境に関する知識・理解を
深めるためのワークショッ
プや出前授等の開催

（教育学部）
○環境に関する知識・理解を
深めるためのワークショッ
プや出前授業等を開催する。

（環境科学部）
○長崎県と共同で環境監査の
内部監査員養成研修を実施
する。
○環境科学部のEMS学生委
員会による学部のEMS内
部監査を行う。
○引き続き、環境科学部に適
合した環境管理マニュアル
の充実を図る。

○長崎県の環境マネジメントシステム（EMS）の内部監
査員研修を環境科学部と合同で開催した。同研修には、
県庁職員に加えて、長崎大学学生と長崎県内の高校生も
参加した。
（水産学部）
○教育内容の学際化、高度化及び国際化を推進し、安全・環
境及び倫理等の内容を含む多様な授業を継続的に行った。

（教育学部）
○日本原子力学会シニアネットワークの協力の下、長崎大
学エネルギー環境教育研究会ワークショップ２０１１「第３
回原子力は未来を救えるか！～原子力って本当に必要な
の？～」を開催した。
○JFPや教育実践総合センターの教育支援事業として、
小学校への出前授業（省エネ教室、エネルギー環境教育）
を実施した。
（環境科学部）
○長崎県と共同での環境監査の内部監査員養成研修を実施
して、多くの環境科学部学生が参加し、県庁の模擬監査
などを行った。
○環境科学部のEMS学生委員会によって、学部のEMS
内部監査が行われた。また、平成２４年度からの新しい環
境管理マニュアル作りにも参加した。
○環境科学部環境管理マニュアルの全面的な見直しを行い、
平成２４年度改訂版の環境管理マニュアルを作成し、教職
員及びEMS学生委員会へ配付し、周知徹底を図った。

（産学官連携戦略本部）
○共同機器利用者を対象に、環境配慮に係わる諸注意を含
む機器利用者講習会を開催した。
○大学から排出される実験廃液の管理状況の理解を促すた
め、工学部応用化学科の学生を対象に実験廃液処理施設
の見学会を実施した。
（大学教育機能開発センター）
○平成２３年度学生便覧に、地球環境問題に対する課題及び
本学の環境への取組内容を掲載した。
○全学教育科目において「社会と歴史（緑地環境学）」、「暮
らしと地球環境学」等、環境に関連する講義を実施した。

環境研究活動

2多様な専門分野が連携した
環境研究を遂行する。

●環境をテーマとした研究の
実施

（教育学部）
○環境問題に関連する卒業研究を４件行った。
○附属中学校と大学教員が連携して、地球温暖化防止活動
の実践研究を行った。
（工学研究科）
○小型家電のリサイクルに関する調査、廃電気電子機器の
リサイクルガイドラインの制定に向けての支援を行った。
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環境配慮の方針
項 目

長崎大学平成２３年度計画
（環境配慮に係る項目）

平成２３年度実績概要
（環境配慮に係る項目）

（環境科学部）
○自治体の生ごみ資源化に関
する研究を行う。

○グリーンシステム創成科学専攻では、各種エネルギーの
創成から利用技術についての講義と研究を行った。
（環境科学部）
○自治体の生ごみ資源化に関する研究を行い、その成果を
出版した。

○島原市における硝酸性窒素による地下水汚染の調査を
行った。
○東日本大震災の津波による水道水源の海水による汚染の
調査を行った。
○大陸から越境飛来する大気中化学物質の微量分析とその
生物影響評価を実施した。
○日本各地の河口域における内分泌かく乱化学物質による
汚染評価を実施した。
○２０１１年５月１４日�から１５日�まで東京大学本郷キャンパ
スにて開催された日本哲学会第７０回大会において「サス
テイナビリティの哲学」のテーマで共同討議を行った。
（水産・環境科学総合研究科）
○夏季に底層水の貧酸素化が進行する閉鎖性内湾の一つで
ある長崎県大村湾において、長崎大学の研究者を中心と
した学際的な研究グループを組織し、貧酸素環境修復の
実証試験に取り組んだ。

国際連携活動

3国際的環境研究・教育への
協力、環境問題の相互理解
と情報の共有を推進する。

●国際的環境をテーマとした
教育の実施

（工学部・工学研究科）
○アジアキャンパス構想に基づいて国の日中韓の水環境技
術者育成事業を実施した。
（環境科学部）
○台湾師範大学（台湾）との環境研究に係る学術交流協定
及び同協定に基づく学生交流に関する覚書を締結した。

●国際的環境をテーマとした
研究の実施

（教育学部）
○財団法人ユネスコ・アジア文化センターが実施した２０１１
年ESD日米教員交流プログラムにおいて、長崎大学エ
ネルギー環境教育研究会の活動紹介と教材による模擬授
業体験、質疑応答を行った。
（工学部・工学研究科）
○長崎県の水処理企業の海外技術移転の支援を行った。
○中国の同済大学と、環境土木に関する国際シンポジウム
を開催した。
（環境科学部）
○韓国・済州大学校と共同で、大陸から越境飛来する大気
中化学物質の微量分析とその生物影響評価を実施した。
○環太平洋地域（オーストラリア、中国等）の沿岸河口域
における内分泌かく乱化学物質汚染に関する国際共同調
査を実施した。
○南京大学社会科学院と共同で、持続可能な東アジア交流
圏の創造に関わる国際シンポジウムを開催した。
（水産・環境科学総合研究科附属環東シナ海海洋環境資源
研究センター）
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環境配慮の方針
項 目

長崎大学平成２３年度計画
（環境配慮に係る項目）

平成２３年度実績概要
（環境配慮に係る項目）

○第８回東シナ海の水生生物の繁殖に関する国際会議を開
催した。
○中国上海海洋大学・韓国済州大学校・台湾海洋大学と連
携した海洋温暖化および環境ホルモン汚染の実態調査を
実施した。

産学官連携活動

4産学官連携による環境研究
を推進し、その研究成果の
社会への還元に努める。

●産学官連携による環境研究
の推進

（工学部・工学研究科）
○「日中韓の大学間連携による水環境技術者育成事業」産
学官コンソシアム説明会を開催した。
○三菱商事によるエネルギー及び水に関する事業の講演会
「グローバル時代のインフラビジネスと大学への期待」
を開催した。

地域連携活動

5環境保全等に関する知識・
技術を発信し、地域との連
携・コミュニケーションを
推進する。

●環境保全等に関する知識・
技術の発信及び地域との連
携・コミュニケーションの
推進

（教育学部）
○県や市、企業と連携し、公
開授業等を実施する。

（環境科学部）
○学部内に設置の環境教育研
究マネジメントセンターは、
雲仙Ｅキャンレジプログラ
ムを推進する。

○学部内に設置の環境教育研
究マネジメントセンターは、
季刊のニューズレターを刊
行し、環境保全等に関する
センターの取り組み等を発
信する。
○福岡県大野城市のごみ分別
授業で活用する教材作成の
支援を行う。

（教育学部）
○長崎県・長崎市教育委員会等と連係し、環境教育に関す
る教員研修を開催した。
○長崎県・長崎市教育委員会と連係し、中学校の理科教員
に対して放射線に関する研修を開催すると共に、公開授
業を実施した。
○九州電力�や西部ガス�と協働し、長崎市内等の学校で
サイエンスワールド（出前科学実験教室）やエコクッキ
ング教室を開催した。

（工学研究科）
○長崎県の水処理企業の海外技術移転を支援した。
（環境科学部）
○学部内に設置の環境教育研究マネジメントセンターは、
雲仙Ｅキャンレッジプログラムや自治体が主催する地域
教育に係るプログラムの策定等を行い、地域連携活動を
推進した。
○雲仙市小浜温泉における未利用温泉熱を利用したバイナ
リー発電プロジェクトに参画した。
○学部内に設置の環境教育研究マネジメントセンターは、
季刊のニューズレターを刊行し、環境保全等に関するセ
ンターの取り組み等を発信した。

○福岡県大野城市、筑後市でのごみ分別授業で活用する教
材作成の支援を行い、教材を作成した。
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環境配慮の方針
項 目

長崎大学平成２３年度計画
（環境配慮に係る項目）

平成２３年度実績概要
（環境配慮に係る項目）

○長崎県内の高校生、大学生
との環境活動に関する報告
会を開催する。

○長崎県内の高校生、大学生と「第二回長崎県高校生・大
学生環境会議」を開催し、交流を図った。新聞・テレビ
などで報道された。また、報告書を作成し、それを県内
の高校などに配付した。

○ゴミゼロながさき推進会議に学識関係の委員として参加
した。
○長崎県庁と連携したEMSの外部評価を実施した。
○生ゴミ循環利用に関する研究成果について、西日本新聞
で１２回にわたって連載を行った。また、聖教新聞でも１０
回にわたって連載を行った。
（産学官連携戦略本部）
○地域の高度人材育成事業（「長崎県緊急雇用創出事業臨
時特例基金事業による高度人材養成事業」）の一環とし
て、長崎県職業能力開発協会と共同で環境分析技術研修
を行った。
（学生支援部）
○里山再生ボランティアにおいて環境保全活動を行った。
○市民の森クリーン作戦、秋の里山清掃ボランティアにお
いて環境保全活動を行った。

２．学内におけるすべての活動に伴う環境への負荷を低減する。

1エネルギー使用量の抑制、
廃棄物の削減、資源のリサ
イクル等を積極的に推進す
る。

●長崎大学地球温暖化対策に
関する実施計画に基づく温
室効果ガス排出量の削減行
動計画の実施、廃棄物の削
減、資源のリサイクル等の
積極的な推進

（教育学部）
○附属小学校児童会活動の一環として、ペットボトル
キャップの回収に取り組んだ。
○附属中学校では、省エネルギー、省資源の行動実践に努
めた。また、ペットボトルキャップの回収運動を通して、
社会貢献や地球温暖化防止につながるECOに対する関
心・意欲の涵養に努めた。
○附属特別支援学校では、資源のリサイクル及び節電に積
極的に取り組んだ。
（経済学部）
○経済学部建物内の各部屋に温湿度計を設置することによ
り、教員、学生に節電に対する意識の強化を行った。
○講義室・演習室に加えて、今年度は更に大学院生室、各
階リフレッシュルームにも遠隔で制御できる装置を組み
込み、無駄な空調機の使用を抑えることができた。
○本館のエレベーター２機のうち１機を常時使用停止にす
ることにより、無駄な電力の消費をおさえることができ
た。
（医学部）
○東日本大震災後、よりいっそうの節電を促すため、節電
の具体策を記載した「医学部節電方針」を作成し、学内
に掲示した。このことにより教職員・学生の省エネに対
する意識の向上を図った。
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環境配慮の方針
項 目

長崎大学平成２３年度計画
（環境配慮に係る項目）

平成２３年度実績概要
（環境配慮に係る項目）

（薬学部）
○エコモニターを活用した電気・ガス・水道使用料の受益
者負担方式を続行し、研究室単位での環境負荷低減の努
力を続けた。
○エレベーター利用の制限を励行した。
○会議等の事務連絡を完全電子化した。
○省エネルギー対策の文書やポスターを掲示し、学生、教
職員への周知を図った。
（工学部）
○省エネ推進委員会を開催し、夏場と冬場の省エネに努め、
実質電力量を前年度より削減した。
（水産学部）
○東日本大震災の影響による供給電力不足への対応及び被
災地の復興支援に尽力するために、学部内において以下
の様々な節電対策の強化を行った。
○冷房の設定温度は２８℃とし、定期的に設定の確認を行っ
た。
○エアコンのフィルタは、２週間に１回清掃することとし、
日差しを受ける窓のカーテン又はブラインドを閉めるこ
とで冷房効果を高める工夫をした。
○人のいない部屋及び不要な箇所の照明は、可能な限り消
灯した。
○エレベーターは、原則使用禁止とした。
○パソコン等の事務機器は、使用していない時は、こまめ
に電源を切った。
○パソコンの電源設定を省エネモードにした。
○冷蔵庫の庫内温度設定を強から中にした。
○使用していない電気機器のコンセントを抜いた。
○学生に対して、省エネ（節電）対策を周知徹底し、リフ
レッシュルームの冷房の設定温度に注意を促した。
（産学官連携戦略本部）
○実験廃液の削減や不明廃液の発生防止等を呼びかけた。
○節電を呼びかけるステッカーの貼付等により、省エネに
取り組んだ。
（留学生センター）
○研究室を離れる際や昼休み等における照明を消灯した。
○クーラー等を極力使用しない、また使用時は設定温度に
気を付けた。
○夏季の軽装（クールビズ）を実施した。
○両面コピーの推進及びミスコピー用紙の積極的活用を励
行した。
（病院）
○エネルギー使用量の抑制を図った。
○病棟南面（５階～１３階）に遮熱フィルムを貼り、空調負
荷を削減することで省エネ効果を図った。
○本館改修工事及び国際医療センター改修工事において外
壁サッシにペアガラスを採用し、断熱効果を高め省エネ
を図った。
○本館�工区改修工事に伴い、高効率変圧器や LED照明
器具の採用により省エネを図った。
・変圧器による省エネ効果 消費電力６７，６７１kWh／年
・LED照明器具採用によるHf（１２W）換算での省エネ
効果 消費電力３，５９１kWh／年
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環境配慮の方針
項 目

長崎大学平成２３年度計画
（環境配慮に係る項目）

平成２３年度実績概要
（環境配慮に係る項目）

（附属図書館）
○学長・副学長会議の運営体
制を整え、その役割等につ
いて明確化する。
○グリーン ICT 化の中長期
計画の情報設備、データセ
ンターに主要サーバ類の集
中管理化を推進する。
○グリーン ICT 化の中長期
計画の情報設備、各種個別
サーバーを仮想サーバー２４
台への集約化しデータの高
速化及びサーバーの省エネ
化を推進する。

（情報メディア基盤センター）
○本センターの利用者（学生
及び教職員）に対して、コ
ピー用紙利用枚数削減につ
いて引き続き周知を推進す
る。
○データセンターへ機器の移
設を行い、空調など電力使
用量の削減を行う。
○新たに導入する学生用PC
について、消費電力の少な
いCPUを搭載したエコモ
デルとする。
○老朽化した照明機器を、省
エネタイプに切り替えを行
う。

○特高受変電設備改修工事において、高効率の特高変圧器
を採用することで省エネを図った。
・省エネ効果 消費電力３８５，２２５kWh／年
○事務室内各照明器具にプルスイッチを設け、使用時以外
の消灯に努めることで省エネに貢献した。
・省エネ効果 消費電力１．３kWh／年
○イントラネット上にオンラインで電力消費推移が棟別に
分かる電力速報システムを設け、省エネ意識の高揚を
図った。
○事務室で使用中の電化製品（電子レンジ、食器乾燥機等）
は不使用時の待機電力をカットするためコンセントを抜
くことで省エネを図った。
省エネ効果 消費電力５２，０４９kWh／年
○定時退庁日を設け、事務室内使用時間を短縮することで
省エネに貢献した。
・省エネ効果 消費電力１６４kWh／年
○定期的に省エネパトロールを行い、省エネの指導を実施
し、省エネの推進に努めた。
○病室系統外調機、送排風機の間欠運転により省エネを
図った。
・省エネ効果 消費電力５８，８６０kWh／年
（附属図書館）
○「役員会」「役員懇談会」「学長・副学長会議」にペーパー
レス会議システムを導入し、年間約８万８千枚の紙の削
減を行った。
○事務局、情報メディア基盤センター、附属図書館、工学
研究科、医学部等の約１９０台のハード類を集約し、年間
約５０，０００kWhの消費電力を削減した。

○各種個別サーバ２７台を仮想サーバーへ集約化し、サー
バーの省エネ化を推進した。

（情報メディア基盤センター）
○データセンターにネットワーク関連機器や e－Learning
用サーバの移設を行い、本センターシステム室の空調を
停止するなど、電力使用量の削減を行った。

○本センターの利用者（学生及び教職員）に対して、コピー
用紙利用枚数削減について引き続き周知を推進した。

○新たに導入した学生用PC１８５台について、消費電力の
少ないCPUを搭載したエコモデルとした。

○老朽化した照明機器を、人感センサー付き省エネタイプ
などに切り替えた。
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環境配慮の方針
項 目

長崎大学平成２３年度計画
（環境配慮に係る項目）

平成２３年度実績概要
（環境配慮に係る項目）

（アドミッションセンター）
○昼休みの消灯を実施した。
○アドミッションセンター内の各扉に「冷暖房使用中のた
めドアを閉めて下さい」と掲示し、節電に対する意識の
向上につとめた。
○裏紙を利用する等、紙の再利用を行った。
○各人のプリンター設定を「白黒印刷」に設定した。
（総務部）
○夏季における連続休暇の取得促進を通知した。
○夏季における軽装の励行を通知した。
（施設部）
○昼休み一斉消灯、外光を利用した窓際照明の消灯を実施
した。
○プルスイッチ付照明器具による離席時に消灯を行った。
○出勤時の外気取込みによる空調負荷低減を行った。
○スイッチ付OAタップ導入によるOA機器等の夜間待機
電力削減を実施した。
○両面コピー等を徹底した。
○施設整備において高効率型の照明器具・空調機器や節水
型便器等を導入した。
○電力使用状況の見える化を図るため電力速報システム導
入の推進を実施した。
（学術情報部）
○サーバ類の集約化を行い、エネルギー使用量を抑制した。
○会議資料のペーパーレス化に伴う資源使用量を抑制した。
（学生支援部）
○本学サークルが大学構内放置自転車を回収、修理、有効
活用を実施した。また、近隣大学と協同でコンテストに
参加した。

2環境関連法規、規制と学内
規定等を順守する。

●環境関連法規、規制と学内
規定等の順守

（環境科学部）
○ISO１４００１環境科学部環境管理マニュアルを改訂し、環
境マネジメントシステム環境管理マニュアルとして整備
するとともに、当該マニュアルの環境方針に基づき活動
をするよう教職員・学生への周知を図った。
（産学官連携戦略本部）
○PRTR法に対応するため、化学物質取扱量の調査を行い、
「環境報告書」等で公表した。

3環境汚染を予防し、キャン
パス内の環境の保全・改善
を図る。

●環境汚染を予防し、キャン
パス内の環境の保全・改善
の推進

（教育学部）
○附属中学校では、緑溢れる校地とするため生徒参加型の
草花植栽を実施した。併せて、環境美化に努めるととも
に、緑地保全の推進を図った。
（経済学部）
○学生の使用する課外活動施設の音楽練習室の防音設備を
再整備（２重サッシ）することにより、本学教員および、
地域住民への騒音への配慮を行った。
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環境配慮の方針
項 目

長崎大学平成２３年度計画
（環境配慮に係る項目）

平成２３年度実績概要
（環境配慮に係る項目）

（薬学部）
○国際規制物質、毒劇物及び
病原体等の使用状況等を検
証し、化学物質・薬品類の
安全管理を励行する。

○廃液の分別等を徹底し、環
境汚染の予防に努める。

（薬学部）
○国際規制物質は、集中して、厳格な管理を続行した。
○毒劇物及び病原体等は、法令並びに学内規定を遵守して
使用した。
○薬学部安全衛生委員会において、化学物質・薬品類の使
用状況を点検した。
○廃液の分別を徹底し、有機廃液等の保管管理を引き続き
徹底した。

（工学部）
○学内に、掲示板、電子掲示板を通じて、省エネ、ゴミの
処理について配慮することを徹底した。
（産学官連携戦略本部）
○学内の実験廃液の分別貯留の徹底を図った。
○学内からの排水を定期的にチェックし、基準値を超えな
いように改善対策を依頼するとともに、必要に応じて対
策の相談に応じた。

３．大学運営システムの一部としての環境マネジメントシステムを構築し、定期的に見直すことによって、継続的改善を図る。

●省エネルギー対策を行うた
めの仕組みの整備及び省エ
ネルギーの組織的な推進

○学内に省エネルギーの推進を行うための仕組みとして平
成２３年１月２５日に「長崎大学におけるエネルギーの使用
の合理化に関する規程の運用要領」を制定し、その中で
エネルギー管理を実施する組織を構成し、各部局に省エ
ネルギー推進員を配置した。
○平成２３年８月上旬に「長崎大学における夏の省エネ対
策」に基づき、各部局における省エネの目標設定や空調
運転状況について省エネルギーパトロールを行った。

４．環境配慮の方針及び環境配慮等の状況を、本学ホームページ上に公表することによって、本学構成員に周知し環境配
慮の意識向上を促すとともに、社会への説明責任を徹底する。

●環境報告書のホームページ
上への公表

○環境報告書をホームページ上に公表した。

（工学研究科）
○工学研究科の教育支援部で２３年度からの適切なエネル
ギー使用のために、工学部１号館の電力使用量データを
施設部HPより取得し、その推移をグラフにしてWEB
で公開した。
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長崎大学環境マネジメントシステム 

大学運営方針 

年
度
実
績
報
告
書 

中
期
目
標
・
中
期
計
画
・
年
度
計
画 

Action（見直しと改善） 

◆環境マネジメントシステム 
の見直しと継続的改善 

Check（結果の点検） 

◆活動実績の点検と評価 

Plan （計画の立案） 

◆環境配慮の方針を実現するための 
具体的計画の立案 

Do （計画の実行） 

◆環境配慮の方針を実現するため 
の取組み 

環境配慮の方針 

環境コミュニケーション 

環境報告書 

長崎大学は、１９９７年、当時の国立大学の中で最初に
文理融合型の教育と研究を行う環境科学部を設立しま
した。次いで、２００２年に、大学院環境科学研究科が発
足し、さらに、２００４年には、大学院生産科学研究科（博
士前期・後期課程）へ移行することによって、環境科
学の教育・研究体制の充実に努めてきました。また、
環境科学部では、２００３年３月には、環境マネジメント
システムの国際規格である「ISO１４００１」を認証取得
するなど、早くから、環境に配慮した教育研究活動を
継続して行っています。
さらに、２００４年３月には、長崎大学環境保全センター

（現在、産学官連携戦略本部・共同研究支援部門・環
境安全支援室）を中心に、６つの学内共同研究施設が
一体となって、「ISO１４００１」認証を取得しました。こ
のように、長崎大学は、現在まで、総合的に地球環境
問題を捉え、積極的な教育研究を進めることによって、
環境に配慮する姿勢を示してきました。
２００５年（平成１７年）３月に、国立大学法人長崎大学
は、「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の
環境に配慮した事業活動の促進に関する法律（環境配
慮促進法）」における特定事業所の指定を受けたこと
によって、平成１７年度からの環境報告書の公表が義務
づけられました。すでに、長崎大学中期目標には、「環
境マネジメントシステム」を構築すると謳っており、
環境配慮促進法の制定によって、この中期目標の達成
をより明確に、より早急に行う必要が生じました。そ
こでまず、本学の計画と評価を担当する計画評価本部
に置かれた８つの専門部に、新たに、環境専門部を加

えた体制によって、大学全体の環境配慮の方針の策定、
環境マネジメントシステムの基盤作りを進めました。
環境専門部で作案された長崎大学環境配慮の方針原

案については、学長を本部長とする計画・評価本部会
議で審議・了承されたのち、平成１８年３月２２日の教育
研究評議会で、審議・了承され、ホームページ上に、
公表されています。また、環境配慮の方針を具体的に
実現する全学的組織体制の中枢となる環境委員会に関
しても、平成１８年度中にその原案が策定され、平成１９
年度には、全学委員会として設置され、更にエネルギー
の使用の合理化に関する法律が改正されたことに伴い、
長崎大学におけるエネルギーの使用の合理化を推進す
ることを目的として長崎大学環境委員会と長崎大学財
務委員会の専門部会である長崎大学施設マネジメント
専門部会を統合する形で各部局の長を委員とする環
境・施設マネジメント委員会を平成２２年度に設置しま
した。このことによって、環境配慮の取組みの組織体
制が強化整備されたことになりますが、今後、長崎大
学の環境マネジメントシステムをより確実なものにす
るために、すでに、ISO１４００１を認証取得した２つの
サイト（環境科学部と産学官連携戦略本部・共同研究
支援部門・環境安全支援室を中心とする４つの学内共
同利用施設）が、大きな力となることが期待されてい
ます。
なお、環境科学部は２回の更新審査を経て、平成２１

年４月から自己宣言へ移行しています。同時に、独自
のEMSに移行した長崎県庁と共に合同研修会等を実
施して、双方のEMSの充実を図っています。

3 環境マネジメントシステム

環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

22 Environmental Report 2011



病院　省エネ推進責任者 坂本２団地 

医歯薬学総合研究科（医学系）　省エネ推進責任者 

医歯薬学総合研究科（歯学系）　省エネ推進責任者 

病院　省エネ推進員 

医歯薬学総合研究科（医学系）　省エネ推進員 

医歯薬学総合研究科（歯学系）　省エネ推進員 

医歯薬学総合研究科（医学系）　省エネ推進責任者 坂本1団地 

附属原爆後障害医学研究施設　省エネ推進責任者 

先導生命科学研究支援センター　省エネ推進責任者 

医歯薬学総合研究科（医学系）　省エネ推進員 

附属原爆後障害医学研究施設　省エネ推進員 

先導生命科学研究支援センター　省エネ推進員 

経済学部及び経済学研究科　省エネ推進責任者 

附属幼・小・中学校、特別支援学校　省エネ推進責任者 

水産・環境科学総合研究科附属環東シナ海環境資源研究センター　省エネ推進責任者 

経済学部及び経済学研究科　省エネ推進員 

附属幼・小・中学校、特別支援学校　省エネ推進員 

水産・環境科学総合研究科附属環東シナ海環境資源研究センター　省エネ推進員 

島原共同研修センター　省エネ推進責任者 

省エネ推進責任者　:　省エネルギー推進責任者　　 
省エネ推進員　　　：　省エネルギー推進員 
 

島原共同研修センター　省エネ推進員 

教育学部及び教育学研究科　省エネ推進責任者 文教町２団地 

医歯薬学総合研究科（薬学系）　省エネ推進責任者 

工学部及び工学研究科　省エネ推進責任者 

環境科学部及び水産・環境科学総合研究科（環）　省エネ推進責任者 

水産学部及び水産・環境科学総合研究科（水）　省エネ推進責任者 

情報メディア基盤センター　他各センター含む　省エネ推進責任者 

附属図書館　省エネ推進責任者 

事務局　省エネ推進責任者 

教育学部及び教育学研究科　省エネ推進員 

医歯薬学総合研究科（薬学系）　省エネ推進員 

工学部及び工学研究科　省エネ推進員 

環境科学部及び水産・環境科学総合研究科（環）省エネ推進員 

水産学部及び水産・環境科学総合研究科（水）　省エネ推進員 

情報メディア基盤センター　他各センター含む　省エネ推進員 

附属図書館　省エネ推進員 

事務局　省エネ推進員 

エネルギー管理企画推進者 

委員長（副学長） 
エネルギー管理統括者 

 

学　　　長 
最高責任者 

 

環境・施設マネジメント委員会 

長崎大学における環境マネジメントの組織体制 環
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長崎大学環境・施設マネジメント委員会規則

平成１８年１０月２７日
規則第４２号

（趣旨）
第１条 この規則は、国立大学法人長崎大学基本規則（平成１６年規則第１号）第２９条第２項の規定に基づき、
長崎大学（以下「本学」という。）における環境・施設マネジメントに関する重要な事項を審議するため、本
学に設置する長崎大学環境・施設マネジメント委員会（以下「委員会」という。）の組織、運営等に関し必要
な事項を定めるものとする。
（審議事項）
第２条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
� 環境マネジメントシステムの推進に関する事項
� 環境に関する教育・訓練に関する事項
� 環境コミュニケーションに関する事項
� 環境報告書に関する事項
� エネルギーの使用の合理化に関する事項
� 施設の整備計画に関する事項
� 施設の維持管理・修繕計画に関する事項
	 施設の点検・評価に関する事項

 施設の有効活用に関する事項
� 施設の共用スペース確保に関する事項
� その他環境・施設マネジメントに関する事項
（組織）
第３条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
� 学長が指名する理事又は副学長
� 産学官連携戦略本部長、学部長（工学部長を除く。）、工学研究科長、水産・環境科学総合研究科長、医歯

薬学総合研究科長、国際健康開発研究科長、熱帯医学研究所長、病院長及び附属図書館長
� 附属学校運営協議会から選出された者 １人
� 保健・医療推進センター及び学内共同教育研究施設の代表者 １人
� 総務部長、研究国際部長、財務部長、学生支援部長、施設部長及び学術情報部長
� その他学長が必要と認めた者
２ 委員は、学長が任命する。
（任期）
第４条 前条第１項第６号の委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。
（委員長及び副委員長）
第５条 委員会に委員長を置き、第３条第１項第１号の委員をもって充てる。
２ 委員長は、会議を招集し、その議長となる。
３ 委員会に副委員長を置き、委員長の指名する委員をもって充てる。
４ 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
（会議）
第６条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
２ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
（意見の聴取）
第７条 委員長が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者を出席させ、意見を聴取することができる。
（関係職員の出席）
第８条 委員長は、必要に応じ、委員会に関係職員を出席させることができる。
（専門部会）
第９条 委員会に、必要に応じ、特定の事項について専門的に調査・検討させるため、専門部会を置くことが
できる。
２ 専門部会の任務、組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。
（事務）
第１０条 委員会の事務は、施設部施設企画課において処理する。
（補則）
第１１条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、別に定めることができる。
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長崎大学におけるエネルギーの使用の合理化に関する規程

平成２２年７月２７日
規程第４１号

改正 平成２３年３月２８日規程第１２号
平成２３年６月１日規程第３０号

長崎大学におけるエネルギーの使用の合理化に関する規程（平成１９年規程第５７号）の全部を改正する。
（目的）
第１条 この規程は、エネルギー使用の合理化に関する法律（昭和５４年法律第４９号。以下「法」という。）に
基づき、国立大学法人長崎大学（以下「本学」という。）におけるエネルギーの使用の合理化に関し必要な事
項を定め、もって適切なエネルギーの使用の合理化に資することを目的とする。
（用語の定義）
第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
� エネルギー 法で定義するもので、本学において使用される燃料並びに熱及び電気をいう。
� 職員、学生等 本学の役員、職員、学生及び本学において業務を行うことが認められている者をいう。
� 部局等 事務局（監査室、国際連携研究戦略本部、産学官連携戦略本部、広報戦略本部、男女共同参画推

進センター、国際交流会館、観月荘及び臨海研修所を含む。）、教育学部（教育学研究科及び附属学校を含
む。）、経済学部（経済学研究科を含む。）、医学部、歯学部、薬学部、環境科学部、水産学部、工学研究科
（工学部を含む。）、水産・環境科学総合研究科（附属環東シナ海環境資源研究センターを含む。）、医歯薬
学総合研究科、国際健康開発研究科、熱帯医学研究所、病院、附属図書館、保健・医療推進センター、各
学内共同教育研究施設及び島原共同研修センターをいう。

（エネルギー管理組織）
第３条 本学におけるエネルギー管理組織は、別図のとおりとする。
（学長の責務）
第４条 学長は、本学におけるエネルギーの使用の合理化の最高責任者として、法令等及びこの規程の定める
ところに従い、エネルギーの使用の合理化に関し必要な措置を講ずるものとする。
（エネルギー管理統括者）
第５条 本学に、法の定めるところにより、エネルギー管理統括者を置く。
２ エネルギー管理統括者は、長崎大学環境・施設マネジメント委員会委員長をもって充てる。
３ エネルギー管理統括者は、次の業務を統括する。
� 経営的視点に立ったエネルギーの使用の合理化の推進に関すること。
� エネルギーの使用の合理化の目標を達成するための中長期計画の取りまとめに関すること。
� エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視に関すること。
� その他法に定める職務に関すること。
（エネルギー管理企画推進者）
第６条 本学に、法の定めるところにより、エネルギー管理企画推進者を置く。
２ エネルギー管理企画推進者は、施設部長又は施設管理課長のうちエネルギー管理統括者が指名する者を

もって充てる。
３ エネルギー管理企画推進者は、法に定める資格を有する者でなければならない。
４ エネルギー管理企画推進者は、エネルギー管理統括者の行う職務を補佐する。
（エネルギー管理員）
第７条 法の定めるところにより第１種エネルギー管理指定工場等又は第２種エネルギー管理指定工場等とし
て指定された団地（以下「指定団地」という。）に、それぞれエネルギー管理員を置く。
２ エネルギー管理員は、法に定める資格を有する者のうちから、エネルギー管理統括者の推薦に基づき、学

長が任命する。
３ エネルギー管理員は、指定団地のエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、

エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他法令等で定める業務を管理する。
（省エネルギー推進責任者）
第８条 部局等に、省エネルギー推進責任者を置き、当該部局等の長をもって充てる。
２ 省エネルギー推進責任者の職務は、次のとおりとする。
� 部局等内の省エネルギー推進に係る組織の整備、目標の設定、実施計画の作成及びその運用に関すること。
� 省エネルギー推進に係る連絡調整に関すること。
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� 部局等内の設備に係るエネルギー消費の適正な管理、省エネルギー推進の啓発、省エネパトロールの実施
等の省エネルギー推進のための措置に関すること。

� その他部局等内の省エネルギーに関すること。
（省エネルギー推進員）
第９条 部局等に、省エネルギー推進員を置き、当該部局等の職員のうちから省エネルギー推進責任者が指名
する者をもって充てるものとする。
２ 省エネルギー推進員は、省エネルギー推進活動を充分に行える範囲（学科、講座、分野等をいう。）ごと

に置き、その数は、省エネルギー推進責任者が定める。
３ 省エネルギー推進員は、省エネルギー推進責任者の指示を受け、省エネルギー推進責任者の職務を補佐す

るものとする。
（エネルギーの使用の合理化に関する審議）
第１０条 本学におけるエネルギーの使用の合理化に関する事項については、長崎大学環境・施設マネジメント
委員会において審議するものとする。
（職員、学生等の遵守事項）
第１１条 職員、学生等は、省エネルギー推進責任者の指示に従い、エネルギーの使用の合理化に努めなければ
ならない。
（エネルギー管理標準）
第１２条 エネルギー管理統括者は、法に基づくエネルギーの使用の合理化を行うため、エネルギー管理標準を
定めるものとする。
（補則）
第１３条 この規程に定めるもののほか、本学におけるエネルギーの使用の合理化に関し必要な事項は、別に定
めることができる。
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１９９７年１０月 長崎大学環境科学部は国立大学において
最初の文理融合学部として発足

２００２年４月 大学院環境科学研究科発足

２００３年３月 環境科学部 ISO１４００１認証取得

２００４年３月 環境保全センターが中心となって、学内
共同利用６施設が ISO１４００１を認証を取
得

２００４年４月 大学院環境科学研究科を大学院生産科学
研究科（博士前期・後期課程）へ移行

２００４年１２月 地域共同研究センター、機器分析セン
ター、環境保全センターの機能を統合し、
「共同研究交流センター」を新設

２００５年４月 学長を中心として、環境配慮促進法の理
解を進め、長崎大学としての対応を、継
続して協議する。

２００５年７月 全学での環境配慮促進法に対する共通認
識と全構成員の協力を得るため、連絡調
整会議の場において、説明を行う。

２００５年１０月 計画・評価本部会議において、長崎大学
の環境マネジメントシステムについて協
議し、計画・評価本部内に、「環境専門
部」を設置し、体制の整備を進めること
を決定する。

２００５年１１月 第２３回教育研究評議会において、計画・
評価本部規則の一部改正（「環境専門部」
の設置）について審議し、了承される。

２００５年１１月 長崎大学計画・評価本部規則の一部を改
正する規則（平成１７年１１月２５日規則第４３
号）の制定

２００５年１２月 計画・評価本部環境専門部が発足し、第
１回計画・評価本部環境専門部会議を開
催する。（議題：長崎大学年度計画・環
境配慮の方針、環境マネジメントシステ
ムについて）

２００６年２月 第２回計画・評価本部環境専門部会議を
開催し、環境配慮の方針・環境マネジメ
ントシステム推進のための組織体制等に
ついて協議する。

２００６年３月 計画・評価本部会議において、長崎大学
環境配慮の方針（案）を審議し了承される。

第２７回教育研究評議会において、長崎大
学環境配慮の方針（案）を審議し了承さ
れる。

環境配慮の方針の制定 （３月２３日）

環境配慮の方針の公表 （３月２８日）

２００６年６月 平成１８年度第１回計画・評価本部環境専
門部会において、長崎大学環境委員会に
ついて協議される。

２００６年９月 連絡調整会議及び第３５回教育研究評議会
において環境報告書原案が報告される。

２００６年９月 環境報告書２００５Webによる公表

２００６年１０月 第３６回教育研究評議会において長崎大学
環境委員会について審議、了承される。

２００７年１月 計画・評価本部環境専門部において平成
１９年度計画（環境関係）について協議さ
れ了承される。

２００７年３月 第１回環境委員会を開催する。（議題：
環境配慮促進法への対応の経過と今後の
予定、環境報告書作成に係るデータ収集
について）

２００７年４月 ２００４年３月に取得した ISO１４００１を学内
共同利用４施設が更新した。

２００７年５月 第２回環境委員会開催
議題１：環境配慮に係る平成１８年度実績

について
議題２：環境配慮に係る平成１９年度計画

について

２００７年９月 第３回環境委員会開催
議題：２００６年度環境報告書について

２００７年９月 環境報告書２００６公表

２００７年１０月 第２２回経営協議会において環境報告書
２００６について報告される。

２００７年１０月 第４回環境委員会開催
議題１：２００６年度環境報告書について
議題２：長崎大学エネルギーの使用の合

理化に関する規程の制定につい
て

議題３：長崎大学環境委員会規則の一部
改正について

２００７年１１月 第８６回役員会において「長崎大学エネル
ギーの使用の合理化に関する規程の制
定」及び「長崎大学環境委員会規則の一
部改正」について審議し、了承される。

２００７年１１月 第４０回連絡調整会議において「長崎大学
エネルギーの使用の合理化に関する規程
の制定」及び「長崎大学環境委員会規則
の一部改正」について報告される。

２００８年４月 第５回環境委員会開催
議題１：平成１９年度環境配慮に係る実績

について
議題２：平成２０年度環境配慮の計画につ

いて
議題３：地球温暖化対策に関する計画の

策定について

２００８年６月 第６回環境委員会開催
議題１：平成１９年度環境配慮に係る実績

について
議題２：長崎大学地球温暖化対策に関す

る実施計画について
議題３：環境対策等啓発キャンペーンポ

スター募集について
報告１：ノーマイカーデー運動への協力

について
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２００８年７月 役員懇談会において長崎大学地球温暖化
対策に関する実施計画について審議され
る。

２００８年９月 第４８回連絡調整会議において環境報告書
２００７について審議され、長崎大学地球温
暖化対策に関する実施計画について報告
される。

２００８年９月 第７回環境委員会開催
議題１：２００７年度環境報告書について

２００８年９月 環境報告書２００７公表

２００８年１０月 第２９回経営協議会において環境報告書
２００７について報告される。

２００９年１月 環境対策等啓発キャンペーンポスター
「エコポスター２００８」の表彰式を挙行

２００９年７月 第８回環境委員会開催
議題１：平成２０年度環境配慮に係る実績

について
議題２：平成２１年度環境配慮の計画につ

いて
議題３：地球温暖化対策に関する計画に

ついて
報告１：ノーマイカーデー運動への協力

及び「クールアース・デー」に
向けた取組等について

２００９年９月 環境報告書２００８公表

２００９年１１月 第９回環境委員会開催
議題１：長崎大学環境アクションプラン

（仮称）の制定について
議題２：長崎大学におけるエネルギーの

使用の合理化に関する規程改正
について

議題３：長崎大学冷暖房細則（仮称）の
制定について

報告１：平成２１年度上半期エネルギー消
費動向について

２０１０年２月 長崎大学環境マネージメントセミナー開催

２０１０年７月 平成２２年度第１回環境委員会開催
議題１：平成２１年度環境報告書の作成に

ついて
議題２：平成２２年度環境報告書の作成の

ための資料について
議題３：長崎大学施設マネジメント専門

部会及び長崎大学環境委員会を
整理統合し、新たに「長崎大学
環境・施設マネジメント委員
会」を設置することについて

議題４：長崎大学におけるエネルギーの
使用の合理化に関する規程改正
について

報告１：ノーマイカーデー運動への協力
について

２０１０年９月 第１回環境・施設マネジメント委員会開催
議題１：委員会における３つの専門部会

について
議題２：共用校舎の取り扱い及びオープ

ンラボの使用願いについて
議題３：省エネ法改正に伴うエネルギー

管理体制について

議題４：環境報告書について

２０１０年９月 環境報告書２００９公表

２０１０年１０月 第２回環境・施設マネジメント委員会開催
議題１：長崎大学環境・施設マネジメン

ト委員会専門部会規程について
議題２：長崎大学におけるエネルギーの

使用の合理化に関する運用要領
について

議題３：中長期計画について
報告１：「ながさきエコライフフェス

タ」への協力依頼について

２０１０年１１月 第３回環境・施設マネジメント委員会開催
議題１：省エネ法に基づく中長期計画に

ついて
議題２：長崎大学におけるエネルギーの

使用の合理化に関する運用要領
（案）について

報告１：「平成２２年度県下一斉ノーマイ
カーデー運動」への協力依頼に
ついて

２０１１年２月 第４回環境・施設マネジメント委員会開催
議題１：長崎大学環境報告書編集会議に

関する申合せ（案）及び環境報
告書編集員の選任について

２０１１年３月 第５回環境・施設マネジメント委員会開催
議題１：平成２３年度教育研究共用スペー

ス（オープンラボ）の使用者の
公募状況について

議題２：施設整備年次計画について
議題３：環境対策について
報告１：キャンパスマスタープランWG

の検討経過について
報告２：環境報告書編集委員について
報告３：省エネ推進員、省エネ推進員連

絡会構成委員について

２０１１年３月 長崎大学環境マネジメントセミナー開催

２０１１年７月 第１回環境・施設マネジメント委員会開催
議題１：省エネ法に基づく定期報告書及

び中長期計画書について
報告１：省エネの協力依頼について

２０１１年９月 第２回環境・施設マネジメント委員会開催
議題１：長崎大学における施設等の有効

活用に関する規則の改正につい
て

議題２：（旧）共同研究交流センター西側
の通用門設置について

議題３：環境報告書について
報告１：省エネパトロール結果と待機電

力の速報値について

２０１１年９月 環境報告書２０１０公表

２０１２年３月 第３回環境・施設マネジメント委員会開催
議題１：平成２４年度教育研究共用スペー

ス（オープンラボ）の使用者の
公募状況について

議題２：平成２３年度環境報告書に係る環
境配慮の計画の策定について

議題３：省エネルギー中長期計画につい
て
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環境教育活動

福江小学校の授業風景

あらゆる専門分野から環境問題への教育研究を
進め、環境配慮に貢献できる人材を育成する。

◆長崎大学エネルギー環境教育研究会ワークショップ

２０１１の開催

日本原子力学会シニアネットワークの協力の下、長

崎大学エネルギー環境教育研究会ワークショップ２０１１

「第３回原子力は未来を救えるか！～原子力って本当

に必要なの？～」を次のとおり開催した。

開催日時

平成２４年２月２０日�１０：００～１６：００
開催場所

長崎大学教育学部１１番教室

参加者数：４９名（教育学部・院生２０名、教員４名、SNW

等１１名）

【ワークショップ】

【目的】原子力を通して、私たちのできることを考え

る

【流れ】受付（１０：００まで）・事前アンケート

１０：００～１０：１５オリエンテーション・アンケート・ア

イスブレーキング

１０：１５～１２：１５ ディベート対決１「原子力発電所は

必要か」

（視点：安全・安心、温暖化、新エネ、経済性、世界

貢献など）

１３：００～１３：４０ 話題提供「福島原子力発電所事故原

因の予想と未来の原子力」（シニアネット）

１３：４５～１４：４０ 話題提供「福島原子力発電所事故と

被ばく医療」（長崎大学・松田尚樹教授）

１４：４５～１５：３０ ディベート対決２「原子力発電所は

必要か」

（視点：私たちに必要なことは何か）

１５：３０～１６：００ 総評・アンケート

◆選択科目「環境教育」による人材育成の実施

教育学部の３年生を対象に選択科目「環境教育」を

設け、自然環境、社会環境、文化環境に関心を持ち、

環境に対する人の役割を明確にし、環境保全へ積極的

に働きかける人を育成することを目的とした環境教育

の重要性を明確に理解できる人材育成を次のとおり実

施した。

受講者は、環境基本法、環境基本法と環境教育につ

いて解説を受けるとともに、環境教育と自然観、環境

倫理、環境哲学との関連を学習した。その後、実践的

な環境教育の指導法を、地球環境問題、エネルギー関

連問題、自然観察を題材として取り上げ学習した。さ

らに、外国の環境に関して、ドイツの地理的、文化的

環境、ゴミの処理システム、公共交通機関と環境との

関係、環境教育の実践例、ドイツ市民の環境意識につ

いて学習した。終わりに、現状を見据えた環境問題を

取り上げ考察するとともに、子ども、学校、そして社

会と環境教育との関わりについて、その重要性を認識

した。

◆JFPや教育実践総合センターの教育支援事業によ

る小学校への出前授業の実施

JFP の出前授業として、五島市立福江小学校（９

月２７日：１７０名）、南島原市立有馬小学校（１０月１７日：

８０名）、大村市立西大村小学校（２月２２日：１３０名）で、

地球温暖化と私たちの生活について講義・実験を行っ

た。また、教育学部の教育支援事業を活用して、長崎

市立滑石小学校６年生省エネ教室（７月４日、１１月７

日、１２月９日：各６０名）が実施された。

【JFPとは：JERRY FISH PROJECT（未来の科学者

発掘プロジェクト）】

4 環境の保全に関する教育研究活動
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授業風景

環境研究活動◆教育学部附属中学校と大学教員の連携による地球温

暖化防止活動の実践研究の実施

技術科のランプシェードの製作活動を通して、実験

やふりかえり活動が地球温暖化防止活動に与える影響

を検討した。製作するランプシェードに用いる白熱電

球、蛍光灯型電球と LED電球の比較実験等の体験活

動を行うと、約３割の生徒に省エネ機器の選択につい

て改善が見られたが、省エネ活動等の実践への波及効

果は少なかった。しかし、単元終了時にふりかえり活

動を実施すると、省エネ電球選択率は６０％になり、実

験後に比較して２．４倍高くなることが分かった。

多様な専門分野が連携した環境研究を遂行する。

◆NEDOグリーンネットワーク・システム技術研究

開発（グリーン IT）プロジェクト「データセンター

の電源システムと最適直流化技術の開発」

新エネルギー開発機構NEDOのグリーン IT プロ

ジェクトの一環として、NTTファシリテーズ、三菱

電機、名古屋大学および産総研と共に産学官の連携

チームを組み、増加の一途にあるデータセンターでの

情報通信用エネルギーの消費を３０％削減するための電

源システムの開発および実証試験の準備を進めた。本

研究では、特に、スイッチング電源のディジタル制御

化によるアダプティブマネージメントの実施を目指し

ている。ここで開発する技術は、一般家庭のスマート

グリッドにも応用でき、今後の展開が期待されている。

イラストはデータセンター内のサーバ用に新しく開発

した電源ユニットの外観と回路を写真で示す。

これらのことは平成２３年度科学・技術重要施策アク

ション・プランに「データセンターの省エネ化」およ

び「スマートグリッドを構成する情報通信機器・シス

テムの研究開発」として取り上げられ、経済産業省と

総務省、さらにはその基礎技術の開発を助力する文部

科学省の下、日本として開発する重要な技術と位置づ

けている。

開発した新しいサーバ用電源の外観と内部回路
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◆自治体の生ごみ資源化に関する研究及びその成果の

出版

福岡県大木町では、生ごみや屎尿を循環利用するた

めのプラント建設等、循環のまち作り資する活動を展

開している。上記のプロジェクトへの１０年以上にわた

る関与にもとづく研究成果を出版した。本書では、生

ごみの分別回収方法からはじまり、再生品としての肥

料の利用方法、地産地消の手法まで、現場において必

要とされる社会経済的手法を整理している。

本書とこれまでの研究実践活動により、廃棄物資源

循環学会の「有功賞」を受賞した。

◆島原市における硝酸性窒素による地下水汚染の調査

島原市を対象として、地下水中の硝酸性窒素濃度を

調べた。既往の調査によって濃度の高いとされている

民家の井戸水を採水し、現場測定や採水を行った。ま

た島原市水道局にご協力いただき、水道水源の採水も

行い、主要イオンの分析や硝酸性窒素濃度の分析を

行った。これにより汚染の現状を把握しているところ

であるが、２０１２年度より科学研究費補助金基盤研究Ｂ

に、島原市をフィールドとする研究が採択され、現地

に観測井戸を設置し、より詳細な採水、トレーサ試験

などを実施して物質輸送特性を明らかにし、将来の汚

染対策を講じる際に役立てることを考えている。本研

究により、本来、名水百選や水の郷として有名な島原

市の清澄な水を取り戻すことに貢献したいと考えてい

る。

◆東日本大震災の津波による水道水源の海水による汚

染の調査

２０１１年３月１１日に発生した東日本大震災（マグニ

チュード９．０）による津波は、東北地方の海岸帯水層

に深刻な影響を与えた。これを受けて２０１１年８月には、

日本地下水学会と水文・水資源学会の合同調査団の一

グリーン IT プロジェクトの概要
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員として現地調査に参加し、１１月には東京大学と長崎

大学環境科学部による調査を実施した（１１月の調査は

環境科学部学部長裁量経費により実施）。調査は、釜

石市、陸前高田市、南三陸町の水道事業所における資

料収集と水源井戸における現場測定、採水などを行っ

た。調査結果によると、水源井の電気伝導度は高めで

あり、明らかに津波による海水浸透の影響を受けてい

ることが分かった。地表面の津波堆積物からの溶出が

懸念されるものの、水源井の電気伝導度は、降雨によ

る洗い出しが進んでいることも推察された。

◆長崎県大村湾における貧酸素環境修復実証試験の取

組

夏季に底層水の貧酸素化が進行する閉鎖性内湾の一

つである長崎県大村湾において、長崎大学の研究者を

中心とした学際的な研究グループを組織し、科学研究

費補助金（基盤研究Ａ）の支援を受けて、貧酸素環境

修復の実証試験に取り組んだ。

平成２２年度まで大村湾の環境・生態系等に関するモ

ニタリングを行い、試験実施前の状況を把握した上で、

２３年度から貧酸素化が最も顕著な大村湾中央部の海底

に陸上のコンプレッサーから空気を送り込む散気管

（全長約７�）を設置し、夏季（６月～９月）に継続
的に広範囲にわたって酸素を海底に供給する試験を開

始した。２３年度の試験により、このシステムを継続的

に稼働させる目処がついたので、２４年度はこれを本格

的に稼働させ、貧酸素状態の変化とそれに伴う水質・

底質やプランクトン・微生物の分布、さらには生態系

の低次栄養段階から高次に至るエネルギーフローの変

化等について追跡調査を実施し、環境修復効果の検証

を進めていく予定である。

大村湾を横断する散気管の設置位置と貧酸素水塊

海底からの散気の様子

貧酸素化が進行する内湾における
環境修復システムの大村湾への適用（概念図）
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国際連携活動

国際的環境研究・教育への協力、環境問題の相
互理解と情報の共有を推進する。

◆中国の同済大学との環境土木に関する国際シンポジ

ウムの開催

２０１１年１１月２６～２７日の２日間、長崎大学大学院工学

研究科と中国同済大学大学院が共催する第８回日中大

学院生ジョイントセミナーが本学にて開催された。同

済大学からは大学院生２０名と教員４名が来日し、本学

からは、社会環境デザイン工学コースと構造工学コー

スを中心に、２５名の院生が参加した。

本学と同済大学との学術交流は１９９３年１０月から始ま

り、１年ごとに相互に大学を訪問する形で、２００４年に

発足して以来、８回も続けてきた。

今回のジョイントセミナーでは、地盤環境工学と広

域環境変化の予測評価など５つのセッションが設けら

れ、参加者の内、同済大学からは１３名、長崎大学から

は１１名の院生が英語による研究発表を行い、特に、環

境変動（集中豪雨など）による地質災害（地滑り、土

石流など）の予測評価と対策は両国共通の課題として

議論の焦点の一つとなった。

このようなジョイントセミナーの継続的開催を通じ

て、院生達の国際意識と英語によるコミュニケーショ

ン能力の向上、そして、将来の国際社会における活躍

に役立つものとして期待されている。

◆環太平洋地域の沿岸河口域における内分泌かく乱化

学物質汚染に関する国際共同調査

人間活動により水域に放出された化学物質の内分泌

かく乱作用（環境ホルモン作用）を調査する国際的な

取り組みとして、韓国・済州大学校、中国・上海海洋

大学およびオーストラリア・メルボルン大学との共同

研究を実施している。本共同研究では、これら地域に

共通して棲息するマハゼ（Acanthogobius flavimanus）

を指標生物として用いた環境ホルモンの生物影響評価

と、本種が棲息するそれら地域の水および底質サンプ

ルに含まれる原因化学物質の分析を行った。本研究の
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ような、同一生物種を用いた環境ホルモン汚染に関す

る国際的調査は殆ど前例がなく、環太平洋地域に属す

る複数の国々での同汚染を共通の調査・解析手法を用

いて正確に把握・比較することが可能である。

◆持続可能な東アジア交流圏の創造に関わる国際シン

ポジウムを南京大学社会科学院と共同開催

グローバル化時代において、人間と社会との関係は

ますます複雑な様態を呈している。こうした人間と社

会との関係を考えるにあたって、２０１２年３月２８日～２９

日、中国南京大学社会学院の先生方や、日本国内の愛

媛大学と静岡文化芸術大学の先生方を長崎大学に招聘

して、国際シンポジウム（タイトル：「グローバル化

時代における人間と社会：日中間の対話」）を開催し

た。本国際シンポジウムでは、グローバル化時代にお

ける日中両国の都市化問題、文明と文化財の保護問題、

越境する人々の親密圏の構築や国際比較研究といった、

上海（揚子江）河口域

釜山内湾

サンプリング風景

メルボルン大学共同研究者と
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口頭発表の様子

ポスター発表の様子

台湾干潟におけるトビハゼ調査

東アジアの社会と社会学が直面している課題について

議論を交わした。今後は、本国際シンポジウムの成果

を踏まえて、中国との対話や、南京大学との交流をさ

らに深めていく予定である。

◆第８回東シナ海の水生生物の繁殖に関する国際会議

の開催

第８回東シナ海の水生生物の繁殖に関する国際会議

を平成２３年１１月２７日～２９日に開催し（開催地：長崎市）、

東シナ海の環境と資源の保全・回復に関する研究打合

せも合わせて行った。中国・韓国から研究者を招聘し

た。

◆中国上海海洋大学・韓国済州大学校・国立台湾海洋

大学と連携した海洋温暖化および環境ホルモン汚染の

実態調査

長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科附属環東

シナ海環境資源研究センターでは、中国上海海洋大

学・韓国済州大学校・国立台湾海洋大学と連携した海

洋温暖化および環境ホルモン汚染を継続実施している。

２０１１年度は、２０１１年１１月５日から１１日にかけて上海郊

外でドジョウを指標生物とした魚類の繁殖に及ぼす環

境変動影響調査を上海海洋大学、鐘俊生教授とともに

実施した。また、２０１２年１月９日から２１日まで、ボラ

およびトビハゼを指標生物とした魚類の繁殖に及ぼす

環境変動影響調査を、国立台湾海洋大学、張清風教授

とともに実施した。上海における調査には、附属環東

シナ海環境資源研究センター征矢野教授他、本学大学

院生１名と交換留学生として本学に籍を置く上海海洋

大学大学院生１名、北海道大学の大学院生１名が参加

し、上海郊外の複数箇所においてドジョウの採集を

行った。また、台湾における調査には、附属環東シナ

海環境資源研究センター征矢野教授他、本学大学院生

１名が参加し、基隆市および台中市においてボラおよ

びトビハゼの採集を行った。

これらのデータは、現在我が国沿岸域において採集

したサンプルとともに解析を進めている。
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産学官連携活動

第１回コンソーシアム運営協議会

産学官連携による環境研究を推進し、その研究
成果の社会への還元に努める。

◆日中韓の大学間連携による水環境技術者育成－水環

境の保全と持続的利用を支える技術の東アジアへの展

開

平成２２年度に文部科学省において「日中韓等の大学

間交流を通じた高度専門職業人育成事業」が創設され、

生産科学研究科から申請し採択された事業であり、平

成２３年度からは、工学研究科博士前期課程において中

国及び韓国の留学生を受け入れ、アジアの国々におけ

る水環境の保全と持続的な利用のため、水環境の診

断・予測、水質浄化・排水処理等の技術を修得させ、

アジア地域に貢献することができる実践能力に優れた

高度専門技術者を育成している。平成２３年度は、次の

とおり本格的に本事業を開始した。

�平成２３年４月より第１期留学生を受け入れ、入学
時のプレースメントテストの結果に基づき日本語履修

クラスを設定するとともに、留学生センターにおいて

行う日本語教育集中コースにより、前後期を通じて日

本語能力の向上を図った。また、招聘教員及び学内教

員による「環境アセスメント特論」、「膜技術特論」、「実

践型環境特別演習Ａ」等の講義を開講した。

�第１期留学生に対し実施した特別入試のノウハウ
に基づき、第２期留学生の受入れ体制を構築し、中国・

韓国の１０大学の学生・教員を対象に事業内容及び特別

入試の概要等の周知を目的とした現地説明会を開催し

た。

�日本人学生と留学生の交流を通じて日本文化の理
解を深める目的で、夏季休暇中に「Feel Japan 研修」

を実施した。更に、企業から講師を招き、日本の終身

雇用制度についての講演も行った。

�中国・韓国の１０大学へ教員を派遣し、平成２４年度
入学に係る特別入試を実施した。

�中国・韓国の１０大学からの教職員及び民間企業か
らの委員によるコンソーシアム運営協議会を開催して、

特別入試や包括的な教授システム等に関して意見交換

を行い、今後の本事業の運営にとって有益な示唆が得

られた。

�水環境ビジネスの最前線で活躍する企業や地方自
治体、法人を対象に、「産学官コンソーシアム」（本事

業に関わる教育と研究の両面を学外から支援する基盤

団体）設立に向けた準備説明会を東京で開催し、２５社

の参加を得た。設立趣旨や活動内容等の説明及び意見

交換を行ったことで、今後、企業との連携を円滑に図っ

ていく上で貴重な意見や配慮事項等を入手することが

できた。
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地域連携活動

三原小学校での風景

エコクッキングの風景

環境保全等に関する知識・技術を発信し，地域
との連携・コミュニケーションを推進する。

◆長崎県・長崎市教育委員会等との連係による中学校

理科教員に対する放射線に関する研修の開催及び公開

授業の実施

長崎県・長崎市教育委員会等と連係し、中学校の理

科教員に対して放射線に関する研修を開催すると共に、

公開授業を次のとおり実施した。

�平成２３年度理科教育研修会中�（長崎市教育委員
会）

８月２９日（長崎大学医学部アイソトープ実験施設）２０

名

これを受講した現職教員が�の実習を補助した。また、
１月３０日に長崎市立片淵中学校で、放射線に関する実

践従業を行い、その後、長崎大学の教員の指導助言の

もと研究協議会が開催された。

�長崎県中学校理科教員放射線研修（長崎県教育委員
会）

１０月２６日、２８日（県教育センター、佐世保市教育セン

ター）１１５名、５５名

�福岡県小・中学校放射線教員研修（文部科学省委託
事業・福岡県教育委員会）

１２月２日（福岡県教育センター）４５名

�放射線等に関する教育職員セミナー（文部科学省委
託事業・大村市教育委員会）

１月６日（大村市コミュニティセンター）１２名

�佐賀県放射線の指導による研修会（佐賀県教育委員
会）

１月１６日（佐賀県教育センター）３３０名

◆九州電力�や西部ガス�との協働による長崎市内等
の学校でのサイエンスワールド（出前科学実験教室）

やエコクッキング教室の開催

長崎市立三原小学校PTA科学教室を７月２３日に、

長崎市立川平小学校科学教室を９月２６日に九州電力�
と開催した（共に参加者８０名）。サイエンスワールド

２０１１を１０月１０日に九州電力�や西部ガス�と協働で開
催した（参加者４００名）。また、エコクッキング教室を

９月１日に西部ガス�と開催した（参加者２３名）。

◆高度人材育成事業（「長崎県緊急雇用創出事業臨時

特例基金事業による高度人材養成事業」）の一環とし

ての長崎県職業能力開発協会との共同による環境分析

技術研修の実施

地域の高度人材育成事業（「長崎県緊急雇用創出事

業臨時特例基金事業による高度人材養成事業」）の一

環として、長崎県職業能力開発協会と共同で環境分析

技術研修を次のとおり実施した。

○企業における排水、廃棄物、大気質の管理に関する

測定技術の習得を目的に、下記の内容の環境分析技術

研修を行った。実践的な能力向上のため、座学だけで

なく実際の分析操作の実習に重点を置いて研修を行っ
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た。環境分析に関心のある地元企業等で実際に分析業

務に携わっている人らが受講し、具体的な現場の作業

に直結した有意義な質疑応答や意見交換を行うことが

できた。

○日程：平成２４年１月２３日�～２月３日�
○時間：１８：３０～２０：３０

○場所：長崎大学総合教育研究棟他

○各回の内容：

１回目 オリエンテーション、法規制、定量操作実習

２回目 廃棄物の溶出試験、前処理（重金属分析）

３回目 ICP発光分析法、還元気化法による水銀分析

４回目 水中VOC分析、n‐ヘキサン抽出物の分析

５回目 排水中の T-N・T-P 測定

６回目 オリエンテーション、BOD分析の開始、GC

/MS、HPLC/MS-MS質量分析計講義

７回目 HPLCによるカフェインの分析

８回目 バイオアッセイによる排水管理

９回目 大気中の化学物質の捕集、大気中VOC、ア

ルデヒド分析

１０回目 BODの解析と TOC分析との比較、バイオ

アッセイによる排水の解析

◆福岡県筑後市でのごみ分別授業で活用する教材作成

の支援、教材の作成及びその改善

福岡県筑後市かんきょう課とともに、ごみ分別を学

習する教材開発とその活用方法を確立した。その結果、

４年にわたり筑後市のすべての小学校において取り組

みが継続されている。そうした取り組みが効果を上げ

ているかを検証するため、毎年、児童のごみ分別能力

のテストを実施することによって、教材を活用した効

果の検証を試みている。

上記の取り組みに対して、福岡県大野城市、みやま

市、熊本県山鹿市などの環境行政担当者も強い関心を

持っている。このような強い関心を持った自治体に対

しては、開発した手法を活用できるようにするために、

技術支援を実施している。こうした支援を通じて、開

発した手法を活用できる地域の拡充に努めている。
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◆長崎県内の高校生、大学生との「第二回長崎県高校

生・大学生環境会議」の開催

２０１０年度に引き続き、第二回長崎県高校生・大学生

環境会議を環境科学部の学生実行委員が主体となって

開催した。同会議では、高校生、大学生、市民など６０

名ほどが参加し、報告、議論、交流を行った。なおそ

の成果は、報告書にまとめ、長崎県内の高校に配布し

た。

◆雲仙市小浜温泉における未利用温泉熱を利用したバ

イナリー発電プロジェクトへの参画

雲仙・島原における地熱エネルギーと未利用温泉水

をエネルギーとして活用するための取り組みを協議す

るために、地元と協同で「小浜温泉エネルギー活用推

進協議会」を設立した。同協議会においては、地熱エ

ネルギーの活用に向けた話し合いを進めている。学術

面においては、長崎・九州大学の教員・院生を構成員

とする研究チームを作り、統一テーマである「雲仙・

島原における地熱エネルギーを用いた地域力再生プロ

グラムの開発」のもと、共同研究を進めている。そう

した研究成果の一部は、地元住民向けのシンポジウム

の開催等を通じて、地元住民への還元に努めている。
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教育研究活動 

（環境教育・環境研究） 

input output

output

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

環境影響の全体像（マテリアルバランス）

平成２３年度にて

総エネルギー投入量：１３，９９２k�

電気 １０，８２８k�（４３，０７２MWh）

ガス ２，５６３k�（２，１５６k�）

重油 ５９２k�（５８７k�）

灯油 ９k�（９k�）

総物質投入量

コピー用紙使用量：１４９，６４４�

化学物質：PRTR対象物質（調査対象１０物質）

取扱量 １２，６７４�

その他：（数値なし）

有機溶媒、化学薬品、教育研究・医療用機材 等

水資源投入量：３５６，４２１�

市水 ３７，０５８�

井水 ３１９，３６３�

5 環境負荷及びその低減に向けた取組の状況

大学の活動の成果・社会貢献

学部卒業生（１，６８８名） 共同研究受入件数（１６４件）

大学院修了者（４９４名） 受託研究受入件数（１９６件）

修 士（３７１名） 特許出願件数（４２件）

博 士（１２３名） 実施許諾件数（２６件）等

温室効果ガス等：
CO２排出量 ２３，１０４t

電気 １６，５８３t
ガス ４，９１０t
重油 １，５８９t
灯油 ２２t

※上記数値は新たな換算係数による数値

化学物質排出量・移動量
PRTR対象物質排出量・移動量

クロロホルム ： ３９�（大気排出）
：２，１００�（事業所外移動）

ノルマル－ヘキサン： ３７０�（大気排出）
： １７�（事業所外移動）

塩化メチレン ： １１０�（大気排出）
： ９６０�（事業所移動）

廃棄物等総排出量： （一部記載）

廃棄物最終処分量： （一部記載）

総排水量： ３５６，４２１�

P.４１

P.４２

P.４２

P.４３

P.４４

P.４６
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環境負荷の状況

総エネルギー投入量

総消費量（k  ） 消費量原単位（  /m2） 

22年度 23年度 21年度 

15,052

13,992

14,396

72.8

66.7

72.3

16,000 

15,000 

14,000 

13,000 

12,000 

11,000 

10,000

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40

k   /m2

投入エネルギーの内訳

データの値は１０団地（片淵・坂本１・坂本２・文教町１・文教
町２・柳谷町・島原・多以良町・時津町・上西山町１）とする。

年 度
平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

項 目

電
気
・
ガ
ス
・
重
油
・
灯
油
使
用
量

電気
（MWh） ４２，７３３ ４５，１９９ ４３，０７２

ガ
ス（
�
）

１３Ａ １，７２９ ２，２６０ ２，１５５

プロパン １ １ １

重 油
（k�） １，５４６ ９６６ ５８７

灯 油
（k�） １４ ７ ９

電
気
・
ガ
ス
・
重
油
・
灯
油
使
用
量（
Ｇ
Ｊ
）

電 気 ４１７，１５３ ４４１，１２８ ４１９，６９７

ガ

ス

１３Ａ ７９，７０７ １０４，１８６ ９９，２３７
※

プロパン １００ １００ １００

計 ７９，８０７ １０４，２８６ ９９，３３７

重 油 ６０，４４９ ３７，７７１ ２２，９５２

灯 油 ５１４ ２５７ ３３０

合 計 ５５７，９２３ ５８３，４４２ ５４２，３１６

空調面積当りの
エネルギー消費量
（対前年度比）

（�／�）

７２．３
（９８．５０％）

７２．８
（１００．６９％）

６６．７
（９１．６２％）

原油換算
（k�） １４，３９６ １５，０５２ １３，９９２

（参考）空調面積
（�） １９８，９９６ ２０６，７５０ ２０９，６３３

新規稼働棟
（�）

文教町２改
修工事
（環境科学
部、学生会
館）
坂本２改修
工事
（病院本館
�期）
片淵改修工
事
（経済学部
本館）

坂本２改修
工事
（病院本館
�期）

文教町２新
営工事
（サイエン
ス＆テクノ
ラボ棟）
坂本１新営
工事
（動物実験
施 設 棟 新
館）

�総エネルギー投入量（k�）
平成２３年度のエネルギー投入量は前年度より約７％

減少した。
これは省エネ活動への取り組みにより、エネルギー

投入量を削減した結果であり、特に坂本キャンパス２
（病院地区）における削減量が大きなウエイトを占め
ている。

■総エネルギー投入量の推移

※単位（GJ）について
熱量換算係数は、以下の通り

電気 １MWh ９．９７GJ（昼間）
９．２８GJ（夜間）

ガス・都市ガス（１３Ａ） １� ４６．１GJ
ガス・プロパンガス １� １００．４６GJ
重油 １k� ３９．１GJ
灯油 １k� ３６．７GJ

（エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則
最終改正：平成１８年９月１９日経済産業省令第８８号に基づき算出）
※平成２３年１０月からガス・都市ガス（１３Ａ）の熱量換算係数
が４６．０GJ／�へ変更されたことに伴い、平成２３年度の換算
係数は４６．０５GJ／�とした。

�空調面積当たりのエネルギー消費量（�／�）
平成２３年度の空調面積当たりのエネルギー消費量は

前年度より約８．３％減少した。
長崎大学では空調面積当たりのエネルギー消費量を

原単位としている。
※原単位とは省エネルギーの進捗状況を表す指標と

して使用するもの。

�投入エネルギーの内訳
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電気

ガス

重油

総物質投入量

コピー用紙

180,000 

160,000 

140,000 

120,000 

100,000 

80,000 

60,000 

40,000 

20,000 

0

kg

22年度 21年度 

153,430
143,650

23年度 

149,644

水資源投入量

水

600,000 

500,000 

400,000 

300,000 

200,000 

100,000 

0

m3

総使用量（m3） 

21年度 22年度 

397,136

368,743

23年度 

356,421

水源の内訳の推移

年 度
平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

項 目

上水使用量
（�）

市水 ３０，２７５ ３４，２５３ ３７，０５８

井水 ３６６，８６１ ３３４，４９０ ３１９，３６３

合計
（対前年
度比）

３９７，１３６

（９３．０５％）

３６８，７４３

（９２．８５％）

３５６，４２１

（９６．６６％）

平成２３年度の電気使用量は前年度より約４．７％減少
した。
要因は、省エネ対策への取組や省エネ機器の導入に

よるものであると考えられる。

平成２３年度の都市ガスの使用量は前年度より約
４．６％減少した。
要因は、省エネ意識の向上や気候変動等により、設

定温度の順守や空調運転時間が短縮されたためである
と考えられる。

平成２３年度の重油の使用量は前年度より約３９．２％減
少した。要因は、坂本キャンパス２のボイラー設備を
重油と都市ガスの併用型に更新し、都市ガスを使用し
たことで使用量が削減されたと考えられる。

使用量については、前年度より増加している。要因
として新部局設立準備による使用量の増加が考えられ
る。
なお、今後も各種書類等のペーパーレス化、両面コ

ピー等の省力化を行い、使用量の低減を図る予定であ
る。

■コピー用紙使用量の推移

平成２３年度の水の使用量は前年度より約３．３％減少
した。要因は、改修工事において節水用水栓の導入や
節水対策への取組が結果に表れていると考えられる。

■水資源投入量の推移
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CO２排出量

t kg/m2

CO2排出量（t） CO2排出量原単位（kg/m2） 

21年度 22年度 

121.4
118.4

24,155 24,472

23年度 

110.2

23,104
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項目 単位
CO２排出係数（�）
Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

電気 １kWh ０．３７４０．３６９０．３８５
ガス・都市ガス（１３Ａ） １� ２．２８ ２．２８ ２．２８
ガス・プロパンガス １� ５．９３ ５．９３ ５．９３
重油 １� ２．７１ ２．７１ ２．７１
灯油 １� ２．４９ ２．４９ ２．４９

年 度
平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

項 目

Ｃ
Ｏ
２

排
出
量
（
ｔ
）

電 気 １５，９８２ １６，６７８ １６，５８３

ガ

ス

１３A ３，９４２ ５，１５３ ４，９０５
※

プロパン ６ ６ ５

計 ３，９４８ ５，１５９ ４，９１０

重 油 ４，１９０ ２，６１８ １，５８９

灯 油 ３５ １７ ２２

合 計 ２４，１５５ ２４，４７２ ２３，１０４

空調面積当りの
CO２排出量
（対前年度比）

（�／�）

１２１．４ １１８．４ １１０．２

（９５．９７％） （９７．５３％） （９３．０７％）

（参考）空調面積
（�） １９８，９９６ ２０６，７５０ ２０９，６３３

CO２排出量内訳の推移

平成２３年度のCO２排出量は、総量では、前年度より
約５．６％減少した。要因は、坂本キャンパス２のボイ
ラー設備を重油と都市ガスの併用型に更新し、都市ガ
スを使用したことでCO２排出量が削減されたと考えら
れる。
空調面積当たりのCO２排出量は、前年度より約６．９％

減少した。

■CO２排出量の推移

※単位について
CO２排出量換算係数は、以下の通り

（地球温暖化対策の推進に関する法律施行令
最終改正：平成１８年１２月２２日政令第３９７号に基づき算出）
※平成２３年１０月からガス・都市ガス（１３Ａ）のCO２排出係数が
２．２７�／�に変更されたことに伴い、平成２３年度の換算係数
は２．２７５�／�とした。
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化
学
物
質
の
排
出
量
・
移
動
量

平
成
２３
年
度
P
R
T
R
法
第
１
種
指
定
化
学
物
質
取
扱
量
（
抜
粋
）（
単
位
：
�
）

政
令
番
号

指
定
化
学
物
質
名

坂
本
キ
ャ
ン
パ
ス
１
（
基
礎
地
区
）

坂
本
キ
ャ
ン
パ
ス
２
（
病
院
地
区
）

文
教
キ
ャ
ン
パ
ス

合
計

計
医
学
部

（
基
礎
）

先導
生命
科学
研

究支
援セ
ンタ
ー
熱
帯
医
学

研
究
所

計
医
学
部

（
臨
床
）

医
学
部

（
保
健
）

病
院

歯
学
部

計
工
学
部

薬
学
部

教
育
学
部
環
境
科
学
部
水
産
学
部

産
学
官
連
携

戦
略
本
部

（
旧
共
同
研
究

交
流
セ
ン
タ
ー
）

１３
ア
セ
ト
ニ
ト
リ
ル

１３
，０
４０

０
５
，０
００

８
，０
４０

３
，９
３０

０
０

０
３
，９
３０

３９
４
，６
６６

４５
，５
５４

３４
７
，４
５５

７９
０

１
，５
００

７９
４１
１
，６
３５

７１
塩
化
第
二
鉄

０
０

０
０

０
０

０
０

０
７９
，３
７２

７
６０

０
０

５
７９
，３
００

７９
，３
７２

８０
キ
シ
レ
ン

２１
１
，９
７１

２０
６
，０
７５

１
，５
００

４
，３
９６

５２
３
，６
９８

３２
，５
２６

０
４２
３
，２
８０

６７
，８
９２

３
，４
５８

１３
０

２
，１
２４

０
７

１
，１
９７

０
７３
９
，１
２７

１２
７
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム

１０
，２
６３

６
，６
１３

９４
４

２
，７
０６

３５
１
，８
３８

２３
９

０
３４
７
，２
５６

４
，３
４３
２
，０
３６
，７
２２
１４
０
，８
９０
１
，８
９２
，５
５２

７４
４９
１

１
，３
２３

１
，３
９２
２
，３
９８
，８
２２

１８
６

ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン（
別
名
塩
化
メ
チ
レ
ン
）

０
０

０
０

３
，０
８０

０
３
，０
８０

０
０
１
，３
８２
，１
３９
６５
６
，８
８３

６７
３
，２
７５
１
，０
６３

４３
，３
７０

３
，５
００

４
，０
４８
１
，３
８５
，２
１９

２１
３

Ｎ
，Ｎ
－
ジ
メ
チ
ル
ア
セ
ト
ア
ミ
ド

４１
８

４１
８

０
０

０
０

０
０

０
３４
，４
１５

３４
，４
０５

０
０

０
１０

０
３４
，８
３３

３０
０
ト
ル
エ
ン

７
，８
００

７
，８
００

０
０

５
，２
４５

５
，２
０２

０
０

４３
３２
５
，３
３８
１８
６
，８
４９

９０
，８
５８

０
１

２
，６
３０

４５
，０
００

３３
８
，３
８３

３９
２
ノ
ル
マ
ル
－
ヘ
キ
サ
ン

０
０

０
０

０
０

０
０

０
６
，９
６８
，８
９７

１，
２３
６，
２３
２
５
，６
６３
，２
５４
３
，３
００

２５
，７
４０

３
，５
００

３６
，８
７１
６
，９
６８
，８
９７

４０
０
ベ
ン
ゼ
ン

７０
，３
６４

７０
，３
６４

０
０

７
，３
９５

４
，３
９５

０
０

３
，０
００

２６
，４
１６

７
，３
２３

９
，８
４８
８
，８
００

０
４４
０

５
１０
４
，１
７５

４１
１
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド

１３
１
，４
９１

１３
０
，５
６９

７３
２

１９
０

６８
，３
９７

１５
，１
９１

９９
４９
，９
２７

３
，１
８０

１４
，０
４１

７４
０

１
，７
２０

１５
１
１１
，５
６５

０
２１
３
，９
２９

※
小
数
点
以
下
は
四
捨
五
入
で
表
示

計
１２
，６
７４
，３
９２
�

P
R
T
R
と
は

（
P
ol
lu
ta
nt
R
el
ea
se
an
d
T
ra
ns
fe
r
R
eg
is
te
r：
化
学
物
質
排
出
移
動

量
届
出
制
度
）
と
は
、
有
害
性
の
あ
る
多
種
多
様
な
化
学
物
質
が
、
ど
の
よ

う
な
発
生
源
か
ら
、
ど
れ
く
ら
い
環
境
中
に
排
出
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
廃

棄
物
に
含
ま
れ
て
事
業
所
の
外
に
運
び
出
さ
れ
た
か
と
い
う
デ
ー
タ
を
把
握

し
、
集
計
し
、
公
表
す
る
仕
組
み
で
す
。

対
象
と
し
て
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
た
化
学
物
質
を
製
造
し
た
り
使
用
し
た

り
し
て
い
る
事
業
者
は
、
環
境
中
に
排
出
し
た
量
と
、
廃
棄
物
や
下
水
と
し

て
事
業
所
の
外
へ
移
動
さ
せ
た
量
と
を
自
ら
把
握
し
、行
政
機
関
に
年
に
１

回
届
け
出
ま
す
。

－
環
境
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
－

ht
tp
://
w
w
w
.e
nv
.g
o.
jp
/c
he
m
i/p
rtr
/a
bo
ut
/a
bo
ut
-1
.h
tm
l

長
崎
大
学
坂
本
キ
ャ
ン
パ
ス
１
、
２
お
よ
び
文
教
キ
ャ
ン
パ
ス
は
、
P
R
T
R
法
（
化
学
物
質
排
出

把
握
管
理
促
進
法
）
対
象
事
業
所
に
該
当
す
る
。
そ
の
た
め
、
産
学
官
連
携
戦
略
本
部
共
同
研
究
支

援
部
門
環
境
安
全
支
援
室
で
は
、
各
キ
ャ
ン
パ
ス
ご
と
に
P
R
T
R
法
第
１
種
指
定
化
学
物
質
取
扱

量
を
調
査
・
集
計
し
、
一
定
量
以
上
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
環
境
中
へ
の
排
出
量
お
よ
び
廃
棄
物
等

と
し
て
の
移
動
量
と
し
て
報
告
し
て
い
る
。
取
扱
量
の
調
査
は
、
平
成
１４
年
度
か
ら
開
始
し
て
お
り
、

過
去
の
集
計
結
果
は
す
べ
て
環
境
安
全
支
援
室
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
て
い
る
（
ht
tp
://
w
w
w
.

ep
.n
ag
as
ak
i-u
.a
c.
jp
/p
rt
r/
pr
tr
.h
tm
）。
平
成
２３
年
度
の
調
査
で
取
扱
量
が
１
ト
ン
を
超
え
た
物
質

は
、
文
教
キ
ャ
ン
パ
ス
の
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
、
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
お
よ
び
ヘ
キ
サ
ン
と
な
っ
た
。
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平
成
２１
年
度
－
P
R
T
R
法
第
１
種
指
定
化
学
物
質
取
扱
量
（
単
位
：
�
）

政
令
番
号

指
定
化
学
物
質
名

坂
本
キ
ャ
ン
パ
ス
１
（
基
礎
地
区
）

坂
本
キ
ャ
ン
パ
ス
２
（
病
院
地
区
）

文
教
キ
ャ
ン
パ
ス

合
計

計
医
学
部

（
基
礎
）

先導
生命
科学
研

究支
援セ
ンタ
ー
熱
帯
医
学

研
究
所

計
医
学
部

（
臨
床
）

病
院

歯
学
部

計
工
学
部

薬
学
部

教
育
学
部

環
境
科
学
部
水
産
学
部
共
同
研
究
交

流
セ
ン
タ
ー

２
ア
ク
リ
ル
ア
ミ
ド

６
，６
６３

５
，４
５３

１５
０

１
，０
６０

４
，４
２０

１
，３
９５

６０
２
，９
６５

５
，３
５１

０
５
，０
９１

０
０

２６
０

０
１６
，４
３４

１２
ア
セ
ト
ニ
ト
リ
ル

９
，３
０２

３９
１

５
，０
００

３
，９
１１

８
，０
８０

１
，５
７２

６
，２
８８

２２
０

１８
５
，８
５５

８
，３
７６

１３
５
，９
１５

１
，３
３６

２５
，９
３８

１４
，２
９０

０
２０
３
，２
３７

４７
エ
チ
レ
ン
ジ
ア
ミ
ン
四
酢
酸

７７
１

４７
５

０
２９
６

１２
，４
６１

１
，８
１１

０
１０
，６
５０

９９
６

１３
５

６４
７

０
７

２０
７

０
１４
，２
２８

６３
キ
シ
レ
ン

２３
５
，８
４１

２３
３
，８
４１

２
，０
００

０
８９
８
，６
２６

４８
，５
６６

８０
６
，０
００

４４
，０
６０

７
，４
３１

０
３
，０
０２

０
０

４
，４
２９

０
１
，１
４１
，８
９８

９５
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム

１４
，３
５６

１１
，８
６６

１２
６

２
，３
６４

６１
７
，２
９９

１
，０
０２

５８
８
，３
８４

２７
，９
１３
１
，９
２３
，７
８１
１３
８
，７
６０
１
，７
８１
，９
５０

０
４７
２

１
，４
３２

１
，１
６７
２
，５
５５
，４
３６

１４
５
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

４
，０
００

４
，０
００

０
０

０
０

０
０
１
，３
２０
，７
６８
９０
３
，２
８９

２６
７
，５
８３

６６
５
１２
０
，１
１０

２８
，９
８７

１３
４
１
，３
２４
，７
６８

２２
７
ト
ル
エ
ン

５２
５２

０
０

１
，４
３８

１
，３
５１

０
８７

１５
０
，８
３４

５８
，３
９４

７６
，３
８２

４３
１５

１６
，０
００

０
１５
２
，３
２４

２６
６
フ
ェ
ノ
ー
ル

７
，６
３４

６
，７
３６

３０
０

５９
８

１０
，４
０９

５
，７
０４

２８
０

４
，４
２５

２
，３
２８

９４
４

７７
４

０
０

６１
０

０
２０
，３
７１

２９
９
ベ
ン
ゼ
ン

６１
，５
２０

６１
，５
２０

０
０

５
，４
５０

５
，４
５０

０
０

４０
，４
７１

１５
，３
３０

３
，９
７０

２１
，０
３９

０
１３
２

０
１０
７
，４
４１

３１
０
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド

１９
７
，９
５１

１９
７
，３
８４

５
５６
２

５３
，４
８０

４
，７
３４

４４
，１
４６

４
，６
００

２５
，８
８４

４９
８

２
，０
６０

０
４０

２３
，２
８６

０
２７
７
，３
１５

平
成
２２
年
度
－
P
R
T
R
法
第
１
種
指
定
化
学
物
質
取
扱
量
（
抜
粋
）（
単
位
：
�
）

政
令
番
号

指
定
化
学
物
質
名

坂
本
キ
ャ
ン
パ
ス
１
（
基
礎
地
区
）

坂
本
キ
ャ
ン
パ
ス
２
（
病
院
地
区
）

文
教
キ
ャ
ン
パ
ス

合
計

計
医
学
部

（
基
礎
）

先導
生命
科学
研

究支
援セ
ンタ
ー
熱
帯
医
学

研
究
所

計
医
学
部

（
臨
床
）

医
学
部

（
保
健
）

病
院

歯
学
部

計
工
学
部

薬
学
部

教
育
学
部
環
境
科
学
部
水
産
学
部

共
同
研
究

交
流
セ
ン
タ
ー

１３
ア
セ
ト
ニ
ト
リ
ル

１０
，０
０８

３０
５
，０
００

４
，９
７８

２１
，９
２６

５０
０

９
，４
４６

１２
，４
３０

２１
０
，６
５１

１８
，５
３２

１６
１
，８
８３

３２
０
２４
，８
００

５
，１
１６

０
２４
２
，５
８５

７１
塩
化
第
二
鉄

１１
１１

０
０

４８
０

０
０

４８
０

０
４０
，４
２３

０
１０
１

２
０

５０
０
３９
，８
２０

４０
，９
１４

８０
キ
シ
レ
ン

１７
６
，７
７８

１６
８
，０
２５

２
，０
５２

６
，７
０１

４９
７
，１
５３

７２
，４
８７

１
，９
１０

３８
６
，５
００

３６
，２
５６

１１
，６
０１

１０
４
，１
９０

０
２４
２

７
，１
５９

０
６８
５
，５
３２

１２
７
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム

１９
，８
５９

１７
，２
９４

１４
５

２
，４
２０

３６
６
，９
９８

３１
５

０
３５
６
，９
２９

９
，７
５４
１
，７
６３
，０
２２

４２
，８
６７
１
，７
１５
，９
１７

０
１
，３
０２

２
，２
９５

６４
２
２
，１
４９
，８
７９
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平成２３年度 第一種指定化学物質の排出量及び移動量

第一種指定化学物質の名称
クロロホルム
（�）

ノルマル－ヘキサン
（�）

ダイオキシン
（�－TEQ)

塩化メチレン
（�）

排

出

量

大気への排出 ３９ ３７０ ０．０００９７ １１０
公共用水域への排水 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０
当該事業所におけ
る土壌への排出 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０

当該事業所におけ
る埋立処分 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０

移
動
量

下水道への移動 ０．０ ０．０ ０．００００１０ ０．０
当該事業所の外へ
の移動 ２，１００ １７ ０．０２０ ９６０

廃棄物等総排出量、廃棄物最終処分量

区分 種別 重量（t）

一般廃棄物
可燃ゴミ
不燃ゴミ
資源ゴミ

５０３
４７
５４

産業廃棄物 非感染性ゴミ
感染性ゴミ

１７６
１９８

区分 種別 重量（t）

一般廃棄物
可燃ゴミ
不燃ゴミ
資源ゴミ

５３５
６８
７９

産業廃棄物 非感染性ゴミ
感染性ゴミ

１４７
１８７

区分 種別 重量（t）

一般廃棄物
可燃ゴミ
不燃ゴミ
資源ゴミ

４４５
８１
６０

産業廃棄物 非感染性ゴミ
感染性ゴミ

１１２
１６６

取扱量が１トンを超えた文教キャンパスのクロロホ

ルム、ジクロロメタン、ヘキサンおよび特別要件に該

当するダイオキシン類については、排出量および移動

量を調査し、その結果を長崎県に報告した。クロロホ

ルムの排出・移動量は、過去最高となった平成２２年度

から更に１０％以上増加した。また、平成２２年度は報告

対象にならなかったジクロロメタンも、平成２３年度は

取扱量が増えて報告対象となった。ヘキサンの取扱量

は突出しているが、実験廃液処理施設での処理により、

排出・移動量としては削減されている。PRTRでは、

人や生態系に有害な恐れがある化学物質を調査対象と

している。そのため、クロロホルム等をはじめとする

これらの化学物質の取扱量削減への取り組みが求めら

れる。

ごみの減量化、リサイクル推進のため、以下の廃棄

物区分のもとに収集を行っている。

� 一般廃棄物（事業系ごみ）

・可燃ゴミ（紙、木、繊維等）

・不燃ゴミ（プラスチック・金属等）

・再資源ゴミ

（新聞紙、上質紙等）

（アルミ缶、ペットボトル）

� 特別管理一般廃棄物

・感染性一般廃棄物

� 産業廃棄物

・廃プラスチック・ゴム類

・ガラス類（２５０�未満の試薬瓶）
・２５０�以上の割れていないガラス製試薬瓶
・金属類

� 特別管理産業廃棄物

・感染性産業廃棄物

・薬品等

（廃油・有機系実験系廃液・無機系実験系廃液に

ついては、学内で定期的に分別収集し、廃液処理

施設において処理されている。）

平成２３年度

平成２２年度

平成２１年度

第一種指定化学物質の名称
クロロホルム
（�）

ジクロロメタン
（�）

ダイオキシン
（�－TEQ）

排

出

量

大気への排出 １８ ２８０ ０．００９９
公共用水域への排水 ０．０ ０．０ ０．０
当該事業所におけ
る土壌への排出 ０．０ ０．０ ０．０

当該事業所における土
壌への排出埋立処分 ０．０ ０．０ ０．０

移
動
量

下水道への移動 ０．１ ０．０ ０．０
当該事業所の外へ
の移動 １，４００ ５８０ ０．０３６

第一種指定化学物質の名称
クロロホルム
（�）

ノルマル－ヘキサン
（�）

ダイオキシン
（�－TEQ)

排

出

量

大気への排出 ４．９ ７５ ０．０１５
公共用水域への排水 ０．０ ０．０ ０．０
当該事業所におけ
る土壌への排出 ０．０ ０．０ ０．０

当該事業所におけ
る埋立処分 ０．０ ０．０ ０．０

移
動
量

下水道への移動 ０．０ ０．０ ０．０
当該事業所の外へ
の移動 １，９００ ６１０ ０．１０

平成２２年度 第一種指定化学物質の排出量及び移動量

平成２１年度 第一種指定化学物質の排出量及び移動量
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産業廃棄物 一般廃棄物 
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21年度 22年度 

39,076 

 

41,621

3,206 

 

3,726

23年度 

43,36843,368

3,581

輸送に係る環境負荷の状況

年 度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

重 油 ５３５，２２７ ５４５，４９８ ４３７，１５０

軽 油 １８４，１０５ １６７，８８８ １８４，０９９

単位：�

■廃棄物等総排出量、廃棄物最終処分量

ここでは、外部の業者に処理委託を行っているキャ

ンパス２箇所（文教・坂本）における一般廃棄物、非

感染性産業廃棄物（プラスチック、ガラス、陶磁器）

及び感染性産業廃棄物の排出実績について集計してい

る。

■実験系廃液回収量

実験廃液回収量は年々大幅に増加しており、平成２３

年度の回収量（４６，９４９リットル）も過去最多となった。

この量は、平成２０年度から１５％、平成１５年度から３０％

増加しており、平成１０年度と比べると２倍近い値に達

している。そのため、薬品の効率的な使用等による実

験廃液削減の努力が求められる。

水産学部練習船（長崎丸、鶴洋丸）について、燃料

使用量は以下の通りである。
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グリーン購入・調達の状況

循環型社会の形成のためには、「再生品等の供給面

の取組」に加え、「需要面からの取組が重要である」

という観点から、平成１２年５月に循環型社会形成推進

基本法の個別法のひとつとして「国等による環境物品

等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」

が制定されました。

同法は、国等の公的機関が率先して環境物品等（環

境負荷低減に資する製品・サービス）の調達を推進す

るとともに、環境物品等に関する適切な情報提供を促

進することにより、需要の転換を図り、持続的発展が

可能な社会の構築を推進することを目指しています。

また、国等の各機関の取組に関することのほか、地方

公共団体、事業者及び国民の責務などについても定め

ています。（グリーン購入ネットワークホームページ

より引用）

グリーン購入・調達の事例

古紙や合法性の確認がとれた木材（森林認証材等）

を使用した紙、再生材使用や詰替型等の事務用品、省

エネ性能の高い事務機器、再生材を使用した原材料等

分 野 �目標値 �総調達量 �特定調達物品
等の調達量

�特定調達物品
等の調達率

＝�／�
�目標達成率

＝�／�

紙類（７）

コピー用紙 １００％ １４９，６４４� １４９，６４４� １００％ １００％

フォーム用紙他 １００％ ４６，３０２� ４６，３０２� １００％ １００％

文具類（８３）

シャープペンシル他 １００％ ２７，６７８本 ２７，６７８本 １００％ １００％

シャープペンシル替芯他 １００％ ４２，５９３個 ４２，５９３個 １００％ １００％

ファイル他 １００％ ３４，７８２冊 ３４，７８２冊 １００％ １００％

事務用封筒（紙製） １００％ ４５９，４６２枚 ４５９，４６２枚 １００％ １００％

オフィス家具等（１０） １００％ ３，０６６台 ３，０６６台 １００％ １００％

OA機器（１９）

コピー機等

購入 １００％ ２，０３４台 ２，０３４台 １００％ １００％

リース・レンタル（新規） １００％ ８１４台 ８１４台 １００％ １００％

リース・レンタル（継続） １００％ ４，７５４台 ４，７５４台 １００％ １００％

記録用メディア・カートリッジ等 １００％ ４４，５７９個 ４４，５７９個 １００％ １００％

移動電話（２） １００％ １６２台 １６２台 １００％ １００％

家電製品（６） １００％ ２３８台 ２３８台 １００％ １００％

エアコン等（３） １００％ ５２台 ５２台 １００％ １００％

照明（５）

蛍光灯照明器具 １００％ ３，７１９台 ３，７１９台 １００％ １００％

蛍光ランプ １００％ １，９３６本 １，９３６本 １００％ １００％

電球形状のランプ １００％ ２２４個 ２２４個 １００％ １００％

自動車等（５）

一般公用車 １００％ ２台 ２台 １００％ １００％

一般公用車以外 １００％ １台 １台 １００％ １００％

消火器（１） １００％ １５４本 １５４本 １００％ １００％

制服・作業服（３） １００％ ９８着 ９８着 １００％ １００％

インテリア・寝装寝具（１０） １００％ ２７０枚 ２７０枚 １００％ １００％

作業手袋（１） １００％ ２，２５５組 ２，２５５組 １００％ １００％

その他繊維製品（７） １００％ ９１８枚 ９１８枚 １００％ １００％

平成２３年度特定調達品目調達実績
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環境負荷の低減に向けた取組の状況

…省エネルギーのための取組…
○省エネルギーパトロールの実施

「長崎大学における夏の省エネ対策」に基づ

き、各部局における省エネの目標設定や空調運

転状況について省エネルギーパトロールを行い、

実態の確認や指導を行った。

○冷蔵庫更新プロジェクトの推進

冷蔵庫・冷凍庫の省エネ化を図るため、咋年

に引き続き、集約化及び容量の見直しを行い、

旧型実験用冷凍庫の２５台を省エネ型の１８台に更

新した。

○遮熱フィルムの取付

病棟・診療棟において、南側窓ガラスに遮熱

フィルムを貼ることにより、外熱負荷を低減し、

省エネ化を図った。
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○高効率型変圧器への更新

坂本キャンパス２（病院地区）の特別高圧変

圧器を高効率型変圧器に更新することで、約３８０

千 kWh／年の電力削減を図ることができた。

○電力速報システムの構築

全学的な電力使用状況の見える化を図るため、文教キャンパスに引き続き、坂本キャンパス１・２へ電力速報

システムの導入を行った。

これにより、長崎大学が使用する電力量の約９６％の使用状況の把握を行うことができるようになった。
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ecocon 受賞

放置自転車回収・修理

開墾して畑作り

ログハウス造り

◆大学構内放置自転車の回収・修理・有効活用、近隣

大学との連携

本学サークル「ちゃりさいくる」が大学構内に放置

されている自転車や卒業生から譲り受けた自転車を回

収、修理し、新入生などに譲り渡し、使用してもらう

など有効活用を図った。また２０１１年１２月に行われた、

全国大学生環境活動コンテスト ecocon に佐賀大学と

合同で出場し、グランプリ・環境大臣賞を受賞、日本

全国に当サークルの活動が認められた。

◆「仙八谷」里山再生ボランティア

長崎大学「やってみゅーでスク」に依頼があった地

域貢献活動に、「やってみゅーでスク」の登録学生や

サークル「NIVA」の学生が呼応し、地域と協働して

環境保全活動を主体的に取り組んだ。多くの学生が年

間を通して里山再生や環境整備、作物を作るなどの活

動を行った。

◆市民の森：クリーン作戦・秋の里山清掃ボランティア

たくさんの方々が利用する市民の森の清掃をしてき

れいにする運動に、春と秋の２回、長崎大学「やって

みゅーでスク」の学生が参加し、地域と協働して地域

環境保全活動を行った。

6 学生の自主活動

学
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春のクリーン作戦

秋雨の中の里山清掃

市長とともにエコアピール

構成メンバーとの意見交換

報告会イベント

◆長崎エコライフフェスタ２０１１

市民のエコ活動を推進するため、長崎市主催で開催

されたエコライフフェスタに、長崎大学「やってみゅー

でスク」の学生が補助スタッフとして参加し、様々な

エコに関わる情報収集、内外への宣伝活動を行った。

◆ながさきエコネットフォーラム

長崎の、主に地球環境保全活動に取り組む団体が構

成員となって開催されたフォーラムに、長崎大学「やっ

てみゅーでスク」の学生が会場準備から携わり、サー

クル「ちゃりさいくる」の学生と一緒に報告会や意見

交換に参加した。
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7２０１１年度環境に配慮した活動の評価

取り組みの区分 準拠法令等 目 標

【自己評価】
○：目標達成
▲：目標未達成

実 績
自己
評価

環境教育・環境研究

・環境に関する多様な授業科
目の充実

・環境に関する知識・理解を
深めるためのワークショッ
プや出前授業等の開催

・環境をテーマとした研究の
実施

目標に対する実施の有無 ○

電気・ガス等エネル
ギー使用量の削減

エネルギー使用の合
理化に関する法律
（省エネ法）

年間エネルギー消費原単位
（空調面積１�当たり）を中
長期的にみて年平均１％以上
削減

大学全体前年度比
（８．３％減少）

○

エネルギー量をCO２
換算した温室効果ガ
ス排出量の削減

長崎大学地球温暖化
対策に関する実施計
画

２０１２年度までの目標
温室効果ガスの原単位排出量
を２００４年度比で８％以上削減

大学全体２００４年度比
（９．４％減少）

○

廃棄物減量化対策
長崎市廃棄物の減量
及び適正処理に関す
る条例

分別回収の徹底
可燃・不燃ごみ前年度比
（１１．４％減少）

○

化学物質排出移動量
の状況把握

PRTR法
化学物質排出移動量の状況把
握

把握状況の有無
（取扱量：１２，６７４�） ○

グリーン購入の推進 グリーン購入法 グリーン調達比率１００％
主要品目のグリーン調達実
績１００％

○

２
０
１
１
年
度
環
境
に
配
慮
し
た
活
動
の
評
価
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専務理事（常勤役員） 

内部環境監査員 

環境管理責任者 環境管理委員会 

ＩＳＯ事務局 

総務部 文教食堂 文教店 

環境報告書 Vol．８ ２０１２年６月４日

《環境方針》

長崎大学生協は、組合員の意志によって作られました。長崎大学生協の役割は、協同互助の精神に基づき
民主的運営により組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることを目的としています。
環境保全活動が商品、サービス、及びすべての活動の基礎的な取り組みであると認識し、可能な範囲にお

いて、目的・目標を設定し、見直す枠組みを与え、環境保全活動を以下のとおり、継続的改善と汚染の予防
を推進します。

�環境側面に関係する法規制、条例、その他受け入れを決めた要求事項を遵守します。
�長崎大学生協文教キャンパス施設において、電気、ガス、水の使用料削減、廃棄物の削減、リサイクル活
動をすすめます。

�環境保全活動を推進するため、環境マネジメント推進組織を整備し、全職員が活動できるようにします。
�内部環境監査を実施し、自主管理による環境マネジメントシステムの維持向上に努めます。
�環境教育、内外の公表を行い、全職員の環境方針の理解と環境に関する意識の向上を図ります。

＝＝環境方針はパンフレットなどを作成し、長崎大学生協内外に広く公表します。＝＝

２０１１年１２月２７日
長崎大学生活協同組合 専務理事 伊東 治道

《環境管理体制組織図》

《２０１１年度活動記録》
・環境管理委員会（３／３、５／１２、６／２、７／７、８／４、１０／５、１１／４、１／１１、２／３）

・内部環境監査（１１／１６）

・一般教育（１２／１５、１２／１６）

・特別教育（１２／１５、１２／１６）

・内部監査研修（８／１２）

・環境科学部主催セミナー参加（１人）

・初期研修（随時）

・特別教育（１２／１６、消防訓練）

・更新審査（１２／２６）

8 長崎大学生活協同組合との連携
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2011年度合計　518,250kW 
目標値対比13％増 

2011年度 
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使
用
量 
■ 電気使用量（kW）
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08年度比　17%増 
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2011年度 

2009年度 
2010年度 

■ ガス使用量（�）

《環境目標》 （環境マネジメントプログラムより）

１．電力の使用量削減
�照明器具の適切な管理による節電
�エアコンの温度管理による節電
�コピー機やパソコンの適切な管理による節電
�手順書に基づいて運用管理

２．ガスの使用量削減
�エアコンの適切な管理による削減
�エアコンの温度管理による削減

３．水の使用量削減
�手順書に基づいた運用管理

４．生ゴミ廃棄の削減
�手順書に基づいた運用管理

５．弁当容器のリサイクル率アップ
�リサイクルの組合員への広報
�売れ残り弁当容器のリサイクル
�より効果的な回収方法の検討と実施

《２０１１年度の取り組み状況》

１．電力の使用量削減
文教キャンパスの生協施設の電気使用量を削減し、
環境負荷の軽減と同時に施設のコスト抑制に貢献
することを目的に、取り組んでいます。

２００８年対比で１３％増加しました。主要な要因とし
て、学生団体の食堂２Fホール使用が増加しまし
た。
また、夏場、冬場の冷暖房については、ドア開閉
のお願いが不十分だったことが考えられますので、
表示の徹底が必要です。
電気を使用した什器の増設もありました。
昨年、不十分だった文教店の営業後の管理につい
ては、改善しました。

２．ガスの使用量削減
文教キャンパスの生協施設のガス使用量を削減し、
環境負荷の軽減と同時に施設のコスト抑制に貢献
することを目的に、取り組んでいます。測定数値
は文教店のエアコンの都市ガス使用です。

学生団体の利用時のエアコン管理が不十分でした。
空調使用時のドアの開閉について案内が不十分
だったことも大きなロスと考えています。９月の
営業時間を０９年よりも長くしたことも原因の一つ
です。
月次では、３月、７月の対策が課題です。
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2008年度合計　 19,576kg 
昨年比11%増加、目標6％未達成 
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10,881m3 
12,159m3 

 
 

2009年度合計 
2010年度合計 

2011年度合計　10,474m3 

前年比-14%、08年比-32%

1,400 

1,200 

1,000 

800 

600 

400 

200 

0
３
月 

４
月 

５
月 

６
月 

７
月 

８
月 

９
月 

１０
月 

１１
月 

１２
月 

１
月 

２
月 

使
用
量
 

2011年度 

2009年度 
2010年度 

■ 文教食堂水の使用量（�）３．水の使用量削減
文教食堂で使用する水の使用量の削減に２００６年度
から新たに取り組み始めました。
２０１０年度は対２００６年度の客数伸長率を乗じ、その
２０％の削減を目指して取り組みました。

厨房排水中の油分を減らす取り組みを強化する過
程の中で、２００９年より食器一次洗浄を「貯め洗浄」
にしました。
利用客数の大幅な伸長にも関わらず、設備の整備
などにより、２００８年レベルに改善しました。

４．生ゴミ廃棄の削減
文教食堂は生ごみ廃棄量が年間１００トン未満であ
り、食品リサイクル法の適用は受けませんが、自
主的に生ゴミ削減の取り組みを開始しました。

２０１１年度は対２００６年度の客数伸長率を乗じ、その
４％の削減を目指して取り組みました。
営業時間内の品切れ対策に徹底して取り組みまし
たので、弁当やおにぎりなどの廃棄が増加しまし
た。客数は前年対比１０％程伸長しました。

５．弁当容器のリサイクル
生協オリジナル弁当の容器を回収し、別用途での
再利用を図ることにより、ゴミの量を軽減するこ
とを目的に取り組んでいます。

２０１１年度から回収率の積算方法を、従来の枚数計
算から重量計算に変更しました。
枚数を数えている時間の無駄を削減することが変
更理由です。
専属の清掃員を配置し細かく回収するようになっ
たことも回収率改善につながったと考えています。
組合員への啓蒙活動は改善出来ていません。
引き続き掲示物の再作成、掲示場所の拡大を行う
必要があります。
ポイント１．５倍デーなど研究室向けの工夫と普及
の為の日程を明示することを考えています。

■ 生ゴミ廃棄量（�）

■ 弁当容器リサイクル
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2011年度 

2009年度 
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■ 段ボール回収量（�）６．その他
環境プログラムとして設定していませんが、ダン
ボール回収・再利用（全体）コピー用紙利用削減
（文教食堂）も引き続きデータを取りながら活動
しています。
その他、カップ自販機紙カップのデポジットによ
る回収やペットボトル回収の取り組みをおこなっ
ています。
利用客数の増加に伴い、仕入が増えていますので、
段ボールの廃棄量が１１月より伸長しています。
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《ISO１４００１認証取得》

長崎大学生活協同組合は、２００４年１月２８日に ISO１４００１認証取得をいたしました。
それ以来、ISO１４００１マネジメントシステムに基づき、日常的な活動における取り組みを継続的に、改善を
行いながら進めてきました。
長崎大学生協は、組合員とともに環境保全活動を推進し、環境配慮に貢献できる学生を育成することで「長
崎大学環境配慮の方針」の実現に貢献し、社会的に価値ある存在になりたいと願っています。
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記載事項等の手引き
環境報告ガイドライン（２００７年版）

による項目
長崎大学環境報告書２０１１

目次

［１］事業活動に係る環境
配慮の方針等

（告示第２の１）

［１］基本的項目
BI‐１経営責任者の緒言
［２］環境マネジメント等の環境経営に関する状況
MP‐１環境マネジメントの状況
（MP‐１‐１事業活動における環境配慮の方針）

学長緒言

長崎大学環境配慮の方針

［２］主要な事業内容、対
象とする事業年度等

（告示第２の２）

［１］基本的項目
BI‐２報告にあたっての基本的要件
BI‐３事業の概況（経営指標を含む）

はじめに
１ 活動概況

［３］事業活動に係る環境
配慮の計画

（告示第２の３）

［１］基本的項目
BI‐４環境報告の概要
（BI‐４‐２事業活動における環境配慮の取組に関する
目標、計画及び実績等の総括）

２ 環境配慮の計画と実績の要約
７ ２０１１年度環境に配慮した活動

の評価

［４］事業活動に係る環境
配慮の取組の体制等

（告示第２の４）

［２］環境マネジメント等の環境経営に関する状況
MP‐１環境マネジメントの状況
（MP‐１‐２環境マネジメントシステムの状況）

３ 環境マネジメントシステム
・組織体制
・環境配慮の取組の経緯

［５］事業活動に係る環境
配慮の取組の状況等

（告示第２の５）

［３］事業活動に伴う環境負荷及びその低減に向けた
取組の状況

OP‐１総エネルギー投入量及びその低減対策
OP‐２総物質投入量及びその低減対策
OP‐３水資源投入量及びその低減対策
OP‐４事業エリア内で循環的利用を行っている物質量

等
OP‐５総製品生産量又は総商品販売量
OP‐６温室効果ガスの排出量及びその低減対策
OP‐７大気汚染、生活環境に係る負荷量及びその低減

対策
OP‐８化学物質の排出量、移動量及びその低減対策
OP‐９廃棄物等総排出量、廃棄物最終処分量及びその

低減対策
OP‐１０総排水量等及びその低減対策
［２］環境マネジメント等の環境経営に関する状況
MP‐６グリーン購入・調達の状況
MP‐８環境に配慮した輸送に関する状況

５ 環境負荷及びその低減に向け
た取組の状況

・環境影響の全体像
・環境負荷の状況
・環境負荷の低減に向けた取組
の状況

［６］製品・サービス等に
係る環境配慮の情報

（告示第２の６）

［２］環境マネジメント等の環境経営に関する状況
MP‐１２環境負荷低減に資する製品・サービスの状況
［３］事業活動に伴う環境負荷及びその低減に向けた

取組の状況
OP‐５総製品生産量又は総商品販売量

４ 環境の保全に関する教育研究
活動
�環境配慮の計画と実績の要約
の中の環境教育活動、環境研究
活動、国際連携活動、産学官連
携活動、地域連携活動のうち特
色のあるものを抜粋して記載。

［７］その他
（告示第２の７）

［２］環境マネジメント等の環境経営に関する状況
MP‐２環境に関する規制の遵守状況
MP‐１０環境コミュニケーションの状況

６ 学生の自主活動
８ 長崎大学生活協同組合との連

携

事業者の創意工夫により充
実が望まれる項目

［１］基本的項目
BI‐４環境報告の概要
BI‐５事業活動のマテリアルバランス
［２］環境マネジメント等の環境経営に関する状況
MP‐３環境会計情報
MP‐４環境に配慮した投融資の状況
MP‐５サプライチェーンマネジメント等の状況
MP‐７環境に配慮した新技術、DfE 等の研究開発の状

況
MP‐９生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用

の状況
MP‐１１環境に関する社会貢献活動の状況
［４］環境配慮と経営との関連状況
［５］社会的取組の状況

環境報告ガイドライン等との対照表 環
境
報
告
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
と
の
対
照
表
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